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 綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。  
 
  令和４年７月４日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 
綾部市条例第１９号  
 

綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の  
公営に関する条例の一部を改正する条例  

 
 綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条

例（平成５年綾部市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  
第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中  

「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。  
 

附 則  
 （施行期日）  
１ この条例は、公布の日から施行する。  

（適用区分）  
２ この条例による改正後の綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用自動

車の使用の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される

選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従

前の例による。  
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 綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。  
 
  令和４年７月４日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 
綾部市条例第２０号  
 

綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の  
公営に関する条例の一部を改正する条例  

 
 綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する

条例（平成５年綾部市条例第２２号）の一部を次のように改正する。  
第４条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００円」を  

「３１６，２５０円」に改める。  
 

附 則  
 （施行期日）  
１ この条例は、公布の日から施行する。  

（適用区分）  
２ この条例による改正後の綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用ポス

ターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示され

る選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお

従前の例による。  
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 綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。  
 
  令和４年７月４日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 
綾部市条例第２１号  
 

綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に  
関する条例の一部を改正する条例  

 
 綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

（令和３年綾部市条例第１号）の一部を次のように改正する。  
第４条及び第５条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。  

 
附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（適用区分）  

２ この条例による改正後の綾部市議会議員及び綾部市長の選挙における選挙運動用ビラ

の作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選

挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前

の例による。  
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 綾部市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和４年７月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第２２号 

 

綾部市市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （綾部市市税条例の一部改正） 

第１条 綾部市市税条例（昭和３７年綾部市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住所に代わる

事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

  第１７条第４項を次のように改める。 

 ４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２７条第１項に規定する確定申告書に特定

配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があると

きは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

  第１７条第６項を次のように改める。 

 ６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２７条第１項に規定する確定申告書に特定

株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の

記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用

しない。 

  第２３条の３第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」

を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人の府民税」を「確

定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の府民税」に改める。 

  第２６条第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除

対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円以下であるも

のに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一にする

配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に

該当しないもの」に改め、同条第２項中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項た

だし書」に改める。 

  第２７条第２項中「附記された事項」を「付記された事項」に改め、同条第３項中「附

記し」を「付記し」に改める。 

  第２７条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第

１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 （２）所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事業専従者に

該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事
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業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１３３万円以下であるものに限

る。次条第１項において同じ。）の氏名 

  第２７条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第

１項中「あつて、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００

万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第４２条

の１に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者

であつて、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において

同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であつて退職手当等に係る所得を有

しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

 （２）特定配偶者の氏名 

  第４２条の６中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

  第６２条の２中「閲覧の手数料」を「閲覧（法第３８２条の４に規定する固定資産課

税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の手数料」に改める。 

  第６２条の３中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住所に

代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

  附則第８条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３年」

を「令和７年」に改める。 

  附則第２１条の３第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の

配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得

に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式

等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 

  附則第２２条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７条の

８」に改める。 

  附則第２５条の２第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第２７

条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があ

るときに限り、適用する。 

  附則第２５条の３第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第２７

条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があ

るときに限り、適用する。 

  附則第２５条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の所得

税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、

「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときを含む。）」を削る。 

  附則第２９条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」を

削る。 
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  附則第３０条を削る。 

 （綾部市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 綾部市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年綾部市条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

第１条のうち綾部市市税条例第２７条の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を

除く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」

を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附則第２条第２項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第１２条第２項及び

第２７条の３第１項並びに附則第６条の４第１項の規定」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中綾部市市税条例第２７条の２の見出し及び同条第１項並びに第２７条の３

の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第８条の３の２第１項、第２２

条の２第３項及び第２９条の改正規定並びに同条例附則第３０条を削る改正規定並

びに第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定並びに附則第３条第１項及び第

２項の規定 令和５年１月１日 

（２）第１条中綾部市市税条例第１７条第４項及び第６項、第２３条の３第１項及び第２

項、第２６条第１項ただし書及び第２項、第２７条第２項及び第３項並びに第４２条

の６の改正規定並びに同条例附則第２１条の３第２項、第２５条の２第４項並びに第

２５条の３第４項及び第６項の改正規定並びに第２条（綾部市市税条例等の一部を改

正する条例（令和３年綾部市条例第１６号）附則第２条第２項の改正規定に限る。）

の規定並びに附則第３条第３項の規定 令和６年１月１日 

（３）第１条中綾部市市税条例第８条第１項の改正規定、同条例第６２条の２第１項の改

正規定（「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定による措置を講

じたものを含む。）」を加える部分を除く。）及び同条例第６２条の３第１項の改正

規定（「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含

む。）」を加える部分を除く。）並びに次条並びに附則第４条第１項及び第２項の規

定 民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日 

 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の綾部市市税条例第８条第１項（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号

に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定による証明書の交

付について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の綾部市市税条例（以下「新条例」という。）第２７

条の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次
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項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第２７条の２第１項に規

定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用し、１

号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の綾部市市税条例（次項にお

いて「旧条例」という。）第２７条の２第１項に規定する給与について提出した同項及

び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２７条の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）

について提出する新条例第２７条の３第１項に規定する申告書について適用し、１号施

行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第２７条の３第１項に

規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の綾部市市税条例の規定中個人の市民税

に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の綾部市市税条例第６２条の２第１

項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行

の日以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただ

し書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

２ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の綾部市市税条例第６２条の３第１項

（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の

日以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による措

置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 

条　例

7



 綾部市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和４年７月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第２３号 

 

綾部市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

綾部市営住宅設置及び管理条例（平成９年綾部市条例第４５号）の一部を次のように改

正する。 

別表ピース駅前の項の次に次のように加える。 

ＦＭ‐Ⅳ  綾部市広小路二丁目  
 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

条　例
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 綾部市まちづくり条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和４年７月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第２４号 

 

綾部市まちづくり条例の一部を改正する条例 

 

 綾部市まちづくり条例（平成２８年綾部市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第５２条第５号中「第５項」を「第６項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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9



綾部市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和４年７月２５日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第２９号 

 

綾部市会計規則の一部を改正する規則 

 

綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第３項中「次の各号に掲げる」を「交際費を増額するための」に改め、「これ

を」を削り、同項各号を削る。 

 

附 則 

この規則は、令和４年８月１日から施行する。 

 

規　則
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綾部市告示第１５１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、令和４年６

月綾部市議会定例会において議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

 

  令和４年７月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 令和３年度綾部市一般会計補正予算（第１３号） 

２ 令和４年度綾部市一般会計補正予算（第３号） 

 

 

  （以下掲示済） 
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綾部市告示第１５２号 

 

 綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和４年７月４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、園芸施設の冬期加温や茶の加工等により燃油価格高騰の影響を特に

受けやすい農家が、継続して営農できる環境を整えるため、国が実施する施設園芸等燃

油価格高騰対策実施要綱（平成２５年２月２６日付け２４生産第２９００号農林水産事

務次官依命通知。以下「国事業」という。）に基づく対策を行った場合に、予算の範囲

内において、綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、国事業において

資金を造成した茶等の生産団体又は農業者とする。 

（補助金の額等） 

第３条 補助金の交付額（以下「補助額」という。）は、国事業における本事業年度契約

終了後の積立額の１／２以内とする。 

２ 補助額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、綾部市茶等燃

油価格高騰対策支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査の

上、交付の可否を決定し、綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付（不交付）

決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第６条 前条の規定による通知を受けた者が、補助金の請求をしようとするときは、綾部

市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（補助金の返還等） 

第７条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交

付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができ
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る。 

（１）虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を

受けたとき。 

（２）この要綱の規定に違反したとき。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この告示は、令和４年７月４日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日  

 

綾部市長         様 

 

申請者 

住所又は所在地 

 

氏名 

（生産団体にあっては名称及び代表者氏名） 

 

綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付申請書 

 

 綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、関係書類

を添えて下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付申請額                円 

 

２ 添付書類 

（１）国事業に係る積立金額及び補填金額が分かる書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 
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様式第２号（第５条関係） 

 

第     号  

 年  月  日  

 

          様 

 

綾部市長         □印   

 

綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業

補助金につきましては、下記のとおり決定しましたので、綾部市茶等燃油価格高騰対策支

援事業補助金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

記 

 

交 付 交付決定額                        円 

不 交 付 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）、

提起することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。 
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様式第３号（第６条関係） 

 

年  月  日  

 

綾部市長         様 

 

請求者 

住所又は所在地 

 

氏名                 ㊞ 

（生産団体にあっては名称及び代表者氏名） 

 

綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付請求書 

 

     年  月  日付け綾部市指令第   号により交付決定のあった補助金につ

いて、綾部市茶等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、下記

のとおり請求します。 

 

記 

 

補 助 金 請 求 額 円 

 

 なお、上記補助金は下記の口座に振込願います。 

振 込 金 融 機 関 名 
  

 

口 座 番 号 普通・当座 Ｎｏ． 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 
 

 

 領収を代理人に委任される場合は、この欄に記入してください。 

上記補助金の領収を                      に委任します。 

      年  月  日 

 

氏名                ㊞   

（生産団体にあっては名称及び代表者氏名） 
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綾部市告示第１５３号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１条の４の

規定により、令和４年度綾部市総合教育会議を次のとおり招集する。 

 

令和４年７月４日 

                      

                         綾部市長 山 崎 善 也    

 

１ 日  時   令和４年７月７日（木） 午後１時３０分から 

２ 場  所   綾部市役所 委員会室 

３ 協議事項   第３次綾部市教育大綱（案）について 
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綾部市告示第１５４号 

 

市道路線の区域の変更に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次

のように変更する。 

 なお、その関係図面は、下記のとおり一般の縦覧に供する。 

 

  令和４年７月６日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 縦覧場所   綾部市役所（建設部建設課管理担当） 

 

２ 縦覧期間   令和４年７月６日から令和４年７月２０日まで 

（閉庁日は除く） 

 

３ 縦覧時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

４ 変更する路線の区域 

 

整理番号 路 線 名 区    間 
延 長 

（メートル） 
変更 

敷地の幅員 

（メートル） 

０８８５ 里向屋敷２号線 
里町向屋敷３９番１ 

里町向屋敷４９番１ 
36.80 

前 
最大 2.00 

最小 1.50 

後 
最大 9.34 

最小 6.50 
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綾部市告示第１５５号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、令和４年７月６   

日から次の道路の供用を開始する。 

 なお、その関係図面は、下記のとおり一般の縦覧に供する。 

 

  令和４年７月６日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 縦覧場所    綾部市役所（建設部建設課管理担当） 

 

２ 縦覧期間    令和４年７月６日から令和４年７月２０日まで 

（閉庁日は除く） 

 

３ 縦覧時間    午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

４ 供用開始する路線の区間 

 

整理番号 路 線 名 区           間 

０８８５ 里向屋敷２号線 里町向屋敷３９番１ 里町向屋敷４９番１ 
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綾部市告示第１５６号 
 

綾部市国民健康保険被保険者証の無効について 
 
 綾部市国民健康保険条例施行規則（平成８年綾部市規則第１５号）第２０条の規定に基づ

き、次の綾部市国民健康保険被保険者証は無効とする。 
 
 
  令和４年７月８日 
                          綾部市長 山 崎 善 也 
 
 
証交付年月日 証記号・番号 生年月日 
令和４年 ４月 １日 綾０４０５－１５００４ 昭和２４年 ２月２６日 
令和４年 ４月 １日 綾０８３２－１２０２８ 昭和３５年 １月１２日 
令和４年 ４月 １日 綾０８１７－２２００６ 昭和３０年 ４月 ８日 
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綾部市告示第１５７号 

 

 地縁による団体「馬場自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和４年７月１５日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市八津合町馬場４番地 寺 垣 育 生 に変更する 

  代理人を 綾部市八津合町馬場崎２番地の１ 藤 崎 利 浩 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和３年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 
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綾部市告示第１５８号  
 
 綾部市定住促進事業費補助金交付要綱を次のように定める。  
 
  令和４年７月２２日  
 

綾部市長 山 崎 善 也  
 

綾部市定住促進事業費補助金交付要綱  
 
 （趣旨）  
第１条 この要綱は、定住促進及び定住者が活躍することのできる地域づくりを推進する

ため、本市への定住を目的とする事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補

助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。  
 （定義）  
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  
（１）空き家 人の居住を目的として建築された市内に所在する住宅のうち、現に居住者

がいないものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。  
  ア 集合住宅で賃貸営業用のもの  
  イ 社宅、寮その他これらに類する住宅  
  ウ その他市長が不適当と認めるもの  
（２）登録空き家 京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例（令和３年

京都府条例第２５号。以下「京都府条例」という。）第７条第１項の規定による登録

を受けた空き家をいう。  
（３）登録外空き家 空き家のうち、京都府条例第７条第１項の規定による登録を受けて

いないものをいう。  
（４）あやべ定住サポート総合窓口 定住希望者の登録、空き家の紹介その他定住に関す

る支援を行う総合相談窓口をいう。  
（５）定住希望者 次のいずれかに該当する者をいう。ただし、空き家の所有者の２親等

内の親族、定住希望者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定す

る暴力団員その他市長が不適当と認める者は、この限りでない。  
ア 本市へ定住する意思を持って転入し、又は転入しようとする者のうち、あやべ定

住サポート総合窓口に登録されているもので、次のいずれにも該当するもの  
（ア）登録空き家又は登録外空き家の取得又はその賃借権等を取得した者  
（イ）継続して３年以上市外に住所を有している者又は本市に転入して１年未満の者

（病気、災害その他やむを得ない事由と市長が認める場合を除く。）で当該転入

の際に継続して３年以上市外に住所を有していたもの  
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（ウ）５５歳未満の者又は当該転入後において５５歳未満の者と同一の世帯に属する  
 者（病気、災害その他やむを得ない事由と市長が認める場合を除く。）  

（エ）この要綱による補助金の交付を受けて改修した空き家に当該補助金の交付の日

から１０年以上、生活の本拠として居住する意思のある者  
イ 綾部市ＵＩターン者定住支援住宅の設置及び管理に関する条例（平成２３年綾部

市条例第２号）第３条の規定により設置する綾部市ＵＩターン者定住支援住宅に１

年以上居住している者で、当該定住支援住宅の退去後、引き続き本市へ定住する意

思を持つもののうち、次のいずれにも該当するもの  
（ア）登録空き家又は登録外空き家の取得又はその賃借権等を取得した者  
（イ）この要綱による補助金の交付を受けて改修した空き家に当該補助金の交付の日

から１０年以上、生活の本拠として居住する意思のある者  
（６）地域団体 自治会連合会、地域に根ざして活動を行う団体その他これらに類する地

域住民で組織された団体であって、次のいずれにも該当するものをいう。  
ア 事業を行う地域の事情に詳しく、定住者の受入れだけでなく定住後の支援まで丁

寧に行う体制を整備していること。  
イ 事業の事務手続を適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局、代表者並

びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等を規約等で定めていること。  
ウ 団体の運営に当たって、一の事務手続につき複数の者が関与する等当該事務手続

に係る不正を未然に防止する体制が整備されていること。  
（７）移住促進特別区域 京都府条例第６条第１項の規定による移住促進特別区域をいう。 
（８）農山村移住促進特別区域 移住促進特別区域であって、当該区域を構成する地域の

内に、官報で公示された国勢調査の結果による人口集中地区を含まないものをいう。 
（９）お試し住宅 定住希望者が、地域での暮らしの体験、地域住民との交流等を目的と

して、短期間居住又は滞在する施設（１世帯当たりの居住又は滞在に係る利用期間が

通算して１年以内のものに限る。）をいう。  
（１０）シェアオフィス 複数の小規模事業者が共同利用する事務所をいう。  
 （補助対象者等）  
第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）、事業（以下「補助

対象事業」という。）、補助金の額及び補助対象事業実施期間は、別表のとおりとする。 
 （補助金の交付申請）  
第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、綾部市定住促進

事業費補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。  
（着工）  

第５条 補助対象事業の着工は、次条の規定による交付決定後に行うものとする。  
 （補助金の交付決定等）  
第６条 市長は、第４条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

交付の可否を決定し、綾部市定住促進事業費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第

２号）により、申請者に通知するものとする。  
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 （事業の変更等）  
第７条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、第４条の申請内容を変更し、

又は中止しようとするときは、直ちに綾部市定住促進事業費補助金変更等承認申請書

（様式第３号）に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 
 （実績報告）  
第８条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了した日から３０日以内又は

当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、綾部市定住促進事業費補助金実績報告

書（様式第４号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。  
 （交付決定の取消し等）  
第９条 市長は、補助金の交付申請を行った者が虚偽の申請その他不正の手段により補助

金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既

に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。  
 （財産処分の制限）  
第１０条 補助金の交付を受けた者は、この要綱による補助金の交付を受けて改修した空

き家について、その耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過するまでは、市長

の承認を受けないで譲渡し、交換し、貸し付けし、又は解体してはならない。  
 （その他）  
第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  
 
   附 則  
１ この告示は、令和４年７月２２日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。  
２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。  
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別表（第３条関係）  
補 助 
対 象 者 

補助対

象事業 
内     容  補助金の額  

補助対象事業

実 施 期 間 
定 住 希

望 者 の

う ち 第

２ 条 第

５ 号 ア

に 規 定

す る も

の  

移住促

進住宅

整備事

業 
 

登録空き家又は登録外空き家の取得又は

その賃借権等を取得し、自ら居住する目的

で行う改修のうち、次のいずれにも該当す

るもの  
（１）居住の用に供する部分であること。  
（２）入居後１年以内又は入居前に行われ

る工事で、市内に事業所等がある事業

者が施工するものであること。  
（３）国、京都府又は本市から、定住の促

進を目的とした空き家改修等に係る

補助金の交付を受けていないこと。  
（４）空き家の取得又はその賃借権等を取

得した日が、本市に転入した日から起

算して１年前の日から本市に転入し

た日から起算して１年を経過した日

までの間（市長が認める就農・就業等

支援制度の利用者にあっては、当該制

度利用中の期間、「地域おこし協力隊

員」にあっては、その任にある期間は、

経過した日数に含めない。）であるこ

と。  

補助対象事

業に要する

経費の３分

の２以内の

額（登録空

き家に係る

改修にあっ

ては１戸当

たり１８０

万円を、登

録外空き家

に係る改修

にあっては

１戸当たり

９０万円を

限 度 と す

る。）  

第６条の規

定による交

付決定（以

下「交付決

定 」 と い

う。）を受け

た年度から

当該年度末

まで  

定 住 希

望 者 の

う ち 第

２ 条 第

５ 号 イ

に 規 定

す る も

の  

登録空き家又は登録外空き家の取得又は

その賃借権等を取得し、自ら居住する目的

で行う改修のうち、次のいずれにも該当す

るもの  
（１）居住の用に供する部分であること。  
（２）入居後１年以内又は入居前に行われ

る工事で、市内に事業所等がある事業

者が施工するものであること。  
（３）国、京都府又は本市から、定住の促

進を目的とした空き家改修等に係る

補助金の交付を受けていないこと。  

補助対象事

業に要する

経費の３分

の２以内の

額（１戸当

たり９０万

円を限度と

する。）  

地 域  
団 体  

移住促進特別区域内の空き家の取得又は

その賃借権等を取得した上で、お試し住宅

又は定住者向けシェアオフィス（居住し、

補助対象事

業に要する

経費の３分
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住所を有することを利用者の条件とする

ものに限る。）とするために行う改修のう

ち、国、京都府又は本市から、定住の促進

を目的とした空き家改修等に係る補助金

の交付を受けていないもの  

の２以内の

額（１戸当

たり１８０

万円を限度

とする。）  
地 域  
団 体  

 

地域受

入体制

整備促

進事業 
 

農山村移住促進特別区域又は当該事業を

行うことにより農山村移住促進特別区域

の指定を受けようとする地域において、定

住者の受入れを促進するために行う次に

掲げる事業（第３号に規定する事業につい

ては、移住促進特別区域において行うもの

に限る。）  
（１）定住促進ビジョンの作成（地域の将

来人口の予測、望ましい人口構成及び

定住者数、求める定住者像、地域の就

業先や子育て環境、空き家や農地等の

活用による定住の促進その他地域の

活性化に関する取組等をまとめた定

住促進ビジョンの作成をいう。）  
（２）地域の実態調査の実施及びデータベ

ースの作成（地域内の空き家・土地そ

の他地域資源等の実態調査の実施及

びデータベース化をいう。）  
（３）定住者受入活動の実施（お試し住

宅・定住者向けシェアオフィス等利用

者の募集、定住希望者との面談、受入

前の調整、定住後のフォロー等定住者

又は定住希望者に対して行う活動を

いう。）  
（４）その他定住者受入体制の整備のため

の活動の実施（専門家の招へい、先進

地調査等をいう。）  

補助対象事

業に要する

経費の１０

分の１０以

内の額（１

地域当たり

５０万円を

限 度 と す

る。）  

交付決定を

受けた年度

からその翌

年度末まで  

 備考 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。  
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様式第１号（第４条関係）  
年  月  日  

綾部市長          様  
住所                 
氏名                 
（地域団体の場合は所在地及び団体名）  
電話番号               

 
綾部市定住促進事業費補助金交付申請書  

 
綾部市定住促進事業費補助金の交付を受けたいので、綾部市定住促進事業費補助金交付

要綱第４条の規定に基づき、下記のとおり申請します。  
 

記  
 
１ 補助金交付申請額                     円  
 
２ 補助対象事業  

移住促進住宅整備事業・地域受入体制整備促進事業  
 

３ 事業の完了予定日               年  月  日  
 
４ 添付書類  

○移住促進住宅整備事業  
（１）事業計画書個票  
（２）売買契約書又は賃貸借契約書の写し  
（３）改修工事に係る見積書の写し  
（４）継続して３年以上市外に住所を有していること又は本市に転入して１年未満であ

ること及び当該転入の際に継続して３年以上市外に住所を有していたことがわか

る書類  
（５）年齢確認ができる書類  
（６）誓約書  
（７）確認書（賃貸の場合のみ）  
（８）その他市長が必要と認める書類  
○地域受入体制整備促進事業  
（１）事業計画書個票  
（２）収支計画書個票  
（３）地域団体の規約等  
（４）その他市長が必要と認める書類  
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様式第２号（第６条関係）  
 

第     号  
年  月  日  

 
          様  
 

                        綾部市長         □印   
 

綾部市定住促進事業費補助金交付（不交付）決定通知書  
 

年  月  日付けで申請のありました綾部市定住促進事業費補助金につきま

しては、下記のとおり決定しましたので、綾部市定住促進事業費補助金交付要綱第６条の

規定に基づき通知します。  
 

記  
 

補助対象事業  移住促進住宅整備事業・地域受入体制整備促進事業  

交 付  交付決定額                       円  

不 交 付  

（理由）  
 
 
 
 
 
 

 
 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して  
３か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。  
 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）、

提起することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。  
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様式第３号（第７条関係）  
 

  年  月  日  
 
 綾部市長         様  
 

住所                 
氏名                 
（地域団体の場合は所在地及び団体名）  
電話番号               

 
綾部市定住促進事業費補助金変更等承認申請書  

 
     年  月  日付け    第    号で交付決定を受けた綾部市定住促進

事業費補助金について、下記のとおり（変更・中止）したいので、綾部市定住促進事業費

補助金交付要綱第７条の規定に基づき申請します。  
 

記  
 
１ 補助金変更交付申請額   変更後              円  
               変更前              円  
 
２ 補助対象事業  

移住促進住宅整備事業・地域受入体制整備促進事業  
 

３ 変更・中止の理由  
 
 
４ 添付書類  
（１）綾部市定住促進事業費補助金交付申請書に添付した書類のうち当該変更がわかるも

の  
（２）その他市長が必要と認める書類  
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様式第４号（第８条関係）  
 

  年  月  日  
 
 綾部市長            様  
 

住所                 
氏名                 
（地域団体の場合は所在地及び団体名）  
電話番号               

 
綾部市定住促進事業費補助金実績報告書  

 
     年  月  日付け    第    号で交付決定を受けた綾部市定住促進

事業費補助金について、下記のとおり実施したので、綾部市定住促進事業費補助金交付要

綱第８条の規定に基づき報告します。  
 

記  
 
１ 補助対象事業に要した費用               円  
 
２ 補助金交付決定額                   円  
 
 
３ 補助対象事業  

移住促進住宅整備事業・地域受入体制整備促進事業  
 

４ 添付書類  
○移住促進住宅整備事業  
（１）事業実績報告書個票  
（２）住民票の写し（本市の住民基本台帳に記録されたもの）  
（３）改修の状況を確認できる写真  
（４）改修に要した費用の内訳が確認できる書類及び請求書又は領収証の写し  
（５）その他市長が必要と認める書類  
○地域受入体制整備促進事業  
（１）事業実績報告書個票  
（２）収支報告書個票  
（３）その他市長が必要と認める書類  
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綾部市公告第５５号 
 

綾部市立病院桜が丘寮外部リフレッシュ事業、綾部市立病院桜が丘寮外部リフレッシ

ュ工事に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者

は申請してください。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とし

ます。 

 
令和４年７月１１日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ４１号 
（２）工 事 名   綾部市立病院桜が丘寮外部リフレッシュ工事 

（３）工事場所   綾部市桜が丘一丁目（別添位置図参照） 
（４）工事概要   外部改修 
           Ａ棟 屋根 １１２㎡ 外壁 ２８３㎡ 
           Ｂ棟 屋根 １１２㎡ 外壁 ２７４㎡ 
（５）予定工期   令和４年 ８月９日から 
          令和４年１１月６日まで（９０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一
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般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月１１日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は２１０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年７月１４日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年７月１５日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月１４日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年７月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和４年７月２２日（金）から 
     令和４年７月２５日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年７月２７日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ
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ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年８月１日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和４年８月２日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は８月１日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、８月２日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年８月３日（水）午前９時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が７，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が７，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が７，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が７，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５６号 
 

下水道整備事業の公共下水道舗装復旧（４－１）工事と水量水質安定的対策事業の公

共下水道関連舗装復旧（４－１）工事に係る入札参加資格について、次のとおりお知ら

せしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子入札

による条件付一般競争入札とします。 
 
令和４年７月１１日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ４４号 
（２）工 事 名   公共下水道舗装復旧（４－１）工事 

          公共下水道関連舗装復旧（４－１）工事 

（３）工事場所   綾部市青野町外（別添位置図参照） 
（４）工事概要   （舗装復旧（４－１）） 

Ｌ＝８９７．３ｍ  Ｗ＝１．５～１４．０ｍ 
アスファルト舗装工 Ａ＝５，２１０㎡ 
区画線工 Ｌ＝１，３９３ｍ 

（公共下水道関連） 
Ｌ＝３１．１ｍ  Ｗ＝３．３～１１．５ｍ 
 アスファルト舗装工 Ａ＝１７９㎡ 

区画線工 Ｌ＝６２ｍ 
（５）予定工期   令和４年８月 ９日から 
          令和５年２月１４日まで（１９０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で舗装工事のＡ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）舗装工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で
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きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月１１日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は７７０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年７月１４日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年７月１５日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月１４日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年７月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
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６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和４年７月２２日（金）から 
     令和４年７月２５日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年７月２７日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年８月１日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和４年８月２日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は８月１日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、８月２日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 
        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年８月３日（水）午前９時５０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し
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た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
（６）本案件は、公共下水道舗装復旧（４－１）工事と公共下水道関連舗装復旧（４

－１）工事を合併して発注するものですが、契約については、２件に分けて契約

するものとします。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 舗装工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
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  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５７号 
 

味方平線整備事業、市道味方平線改良工事に係る入札参加資格について、次のとおり

お知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電

子入札による条件付一般競争入札とします。 
 
令和４年７月１１日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ４６号 
（２）工 事 名   市道味方平線改良工事 
（３）工事場所   綾部市味方町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   Ｌ＝１２０ｍ Ｗ＝４．０ｍ 
           落石防護柵工 Ｌ＝１０９ｍ 
           アスファルト舗装工 Ａ＝４９８㎡ 
（５）予定工期   令和４年 ８月 ９日から 
          令和４年１２月２６まで（１４０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿でとび・土工・コンク

リート工事のＡ等級又はＢ等級で登録されており、令和４年４月１日以降継続し

て綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及

び市が締結する契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）とび・土工・コンクリート工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日か

ら令和３年１２月３１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない

評定を受けていないこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一
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般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月１１日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は５２０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年７月１４日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年７月１５日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月１４日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年７月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和４年７月２２日（金）から 
     令和４年７月２５日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
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④回答  令和４年７月２７日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年８月１日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和４年８月２日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は８月１日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、８月２日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 
        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年８月３日（水）午前１０時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
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11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    

公　告

57



様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ とび・土工・コンクリート工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
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  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５８号 
 

水量水質安定的対策事業、以久田ポンプ室擁壁改修工事に係る入札参加資格について、

次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事

の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和４年７月１１日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ４７号 
（２）工 事 名   以久田ポンプ室擁壁改修工事 

（３）工事場所   綾部市栗町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   擁壁工 Ｌ＝１７ｍ 
          防護柵工 Ｌ＝１９ｍ 
          場内舗装工 Ａ＝６３㎡ 
          配水管布設工 ＤＣＩＰ（Ｋ）φ１００ Ｌ＝１７ｍ 
          仮設配水管工 一式 
（５）予定工期   令和４年 ８月 ９日から 
          令和４年１１月２６日まで（１１０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で水道施設工事のＡ

等級、Ｂ等級、Ｃ等級のいずれかで登録されており、令和４年４月１日以降継続

して綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停

止及び市が締結する契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）綾部市水道配管講習会終了者を、常時２名以上雇用しているものであること。 
（４）水道施設工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２

月３１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けて

いないこと。 
（５）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置

できること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参

加資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
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   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月１１日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１，０３０円で

す。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年７月１４日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年７月１５日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月１４日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年７月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和４年７月２２日（金）から 
     令和４年７月２５日（月）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時
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から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年７月２７日（水）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年８月１日（月）午前９時から午後６時まで 

        令和４年８月２日（火）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は８月１日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、８月２日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年８月３日（水）午前１０時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
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11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 水道施設工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第５９号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和４年７月１５日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 

以下掲示済 
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綾部市公告第６０号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和４年７月１５日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
 以下掲示済 
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綾部市公告第６１号 

 

新図書館整備事業・地域交流センター整備事業・地域子育て支援拠点施設整備事業、

（仮称）駅北複合施設整備工事（建築本体工事）に係る入札参加資格について、次のとお

りお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電

子入札で共同企業体方式による公募型指名競争入札とします。 

 

令和４年７月２５日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第５０４ ４９号 

（２）工 事 名  （仮称）駅北複合施設整備工事（建築本体工事） 

 （３）工事場所  綾部市青野町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容   本工事は、新図書館、地域交流センター及び地域子育て支援拠点施

設整備のため、新たに施設の建設を行うものです。隣接する公共施設

や商業施設、ＪＲ等交通機関との関係から、工程や安全確保について

万全の配慮が必要です。 

 （５）工事概要  （仮称）駅北複合施設建設 

          鉄骨造２階建＋塔屋 延床面積 ３，１５５．１５㎡ 

          他付属建物 一式 

          上記に伴う建築工事及び機械設備工事、昇降機設備工事 一式 

 （６）予定工期  令和４年 ９月２２日から 

          令和５年１０月１６日まで（３９０日間） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす３者の特定共同企業体とし、

その結成にあたっては本市指定の協定書（別紙）により構成員が自主的に結成する

ものとする。 

入札参加については、特定共同企業体による入札参加申請に基づき、本市が資格

認定した者とします。 

（１）特定共同企業体の構成員は、契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復

権を得ない者でないこと。 

 （２）特定共同企業体の構成員は、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結

する契約等からの除外措置を受けていないこと。 

 （３）特定共同企業体の構成員は、建築工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１

日から令和３年１２月３１日の間において、完了工事の成績評点が６５点に満た

ない評定を受けていないこと。 

（４）構成員の出資比率は２０％以上とし、代表者は構成員中最大とする。 
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 （５）特定共同企業体の代表者は、令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者

名簿に建築工事のＡ等級で登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部

市内に本店を有する単体業者であること。 

（６）特定共同企業体の代表者は、建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可

を建築工事について受けており、令和４年度の指名競争入札参加資格審査結果通

知で建築工事の総合評点が７５０点以上であること。 

（７）特定共同企業体の代表者は、請負金額１億円以上（合併発注や特命随契との合

計額でも可）の建築工事の施工実績を有していること。なお、この施工実績は公

共工事の元請実績（ＪＶ含む）とし、民間工事や下請実績は認めません。また、

この施工実績は、コリンズ又は請負契約書などで確認できること。 

（８）特定共同企業体の代表者は、建築工事に関する１級国家資格者（建設業法によ

る１級建築施工管理技士又は建築士法による１級建築士）又は国土交通大臣認定

者を、専任の監理技術者として配置し得ること。 

（９）代表者以外の構成員①は、令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者

名簿に建築工事のＡ等級で登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部

市内に本店を有する単体業者であること。 

（10）代表者以外の構成員①は、建築工事に関する１級以上の技術者を、専任の主任

技術者として配置し得ること。 

（11）代表者以外の構成員②は、令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者

名簿に建築工事のＡ等級、Ｂ等級、Ｃ等級のいずれかで登録されており、令和４

年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者であること。 

（12）代表者以外の構成員②は、建築工事に関する２級以上の技術者を、専任の主任

技術者として配置し得ること。 

 （13）配置予定とする現場代理人の技術資格・工事経験については問わないが、現場代

理人、監理技術者及び主任技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者であること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この公募型指名

競争入札参加申請書の申請日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

（14）各営業所における専任の技術者は、本工事の監理技術者や主任技術者にはなれ

ません。 

 

３ 提出書類 

 （１）公募型指名競争入札参加申請書 

   ・電子入札システムから公募型指名競争入札参加申請書を提出すること。ただし、

紙入札希望業者は、「紙入札方式参加承諾願」（別記様式－１）とともに、「公募

型指名競争入札参加申請書」（別記様式－２）２部を監理課へ持参により提出す

ること。 

 （２）共同企業体協定書の写し、技術資料及び資格者証等の写し 

   ・電子入札システムで、公募型指名競争入札参加申請書の添付資料に共同企業体

協定書の写し、「技術資料」（別記様式－３）及び資格者証の写しを添付して提

出すること。添付するファイルの形式及び容量については「綾部市公共工事等
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電子入札運用基準」第７条によること。ただし、紙入札希望業者は、（１）の承

諾願及び申請書とともに共同企業体協定書の写し、「技術資料」（別記様式－

３）及び資格者証の写しを監理課へ持参により提出すること。 

   ・「同種工事又は類似工事の施工実績」には、２（７）に該当する工事を記載し、

資料としてコリンズ又は請負契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を添付

すること。（コリンズを添付する場合は請負契約書等の写しは不要とします。） 

   ・「当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者及び主任技術者の資格」には、

それぞれ配置予定者について記載することとし、監理技術者及び主任技術者の

法令による免許欄には、２（８）及び２（10）、２（12）に該当する技術資格を

記載し、資料として技術者証の写しを添付すること。 

   ・２（13）を確認する資料として、所属建設業者と直接的な雇用の確認ができる

書類を添付すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加申請書の受付 

 （１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月２５日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は

事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課

契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は３，１３０円です。 

（２）入札参加申請書の受付 

  ①期間  令和４年８月４日（木）午前９時から午後６時まで 

令和４年８月５日（金）午前９時から正午まで 

ただし、紙入札希望者の提出で８月４日については午前９時から正午ま

でと午後１時から午後５時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加者への通知 

 （１）入札通知書及び非指名通知書については、令和４年８月上旬に電子入札システ

ムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

 （２）非指名通知書を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により

非指名理由についての説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に関する質疑の受付及び回答 

   ①期間  令和４年８月１６日（火）から 

        令和４年８月１７日（水）正午まで 

   ②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提

出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとし
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ますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午

後５時（最終日は正午）までとします。 

   ③対象  指名業者の「質疑書」のみ受け付けます。 

   ④回答  令和４年８月１９日（金）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日正午までにファックス

にて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いません。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①期間  令和４年８月３１日（水）午前９時から午後６時まで 

        令和４年９月 １日（木）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は８月３１日の午前９時から正午までと午後 

１時から午後５時までと、９月１日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によるこ

と。 

ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

にいては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によ

ること。 

 （２）開札の日時 

        令和４年９月２日（金）午前９時３０分 

         

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格を持って入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した

者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとしま

す。 

 

 

公　告

77

https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/


11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札通知までは受け付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

 （３）入札通知後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システムへの入

札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 

 （４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

 （５）配置予定の現場代理人、監理技術者及び主任技術者が、他の工事の受注等によ

り配置できないと認められる場合は、本件の入札を無効とします。 

（６）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱

うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。  
（７）本案件の契約締結については、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、

綾部市議会の議決を要するため、議会の議決までは仮契約を締結するものとしま

す。 

  

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号 ６２３－８５０１ 

   所 在 地 京都府綾部市若竹町８－１ 

        綾部市役所本庁東３階 

  電話番号 ０７７３－４２－４２７６（直通） 

  ＦＡＸ番号 ０７７３－４２－４４０６（代表） 

  Ｅ‐mail kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１  

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                           
２ 工 事 名                           
３ 場  所                           
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由  
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。  
 

令和   年   月   日               
 
    共同企業体の名称            特定建設工事共同企業体  
 
     構成員  住 所  
    （代表者）  
          氏 名                    ㊞  
 
 
     構成員  住 所  
 
          氏 名                    ㊞  
 
 
     構成員  住 所  
 
          氏 名                    ㊞  
 
 
 綾 部 市 長  様  
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様式－２ 

公募型指名競争入札参加申請書 
令和  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

共同企業体の名称            特定建設工事共同企業体 

 

     構成員  住 所  
    （代表者）  
          氏 名                    ㊞  
 
     構成員  住 所  
 
          氏 名                    ㊞  
 
     構成員  住 所  
 
          氏 名                    ㊞  
 

 

 今般連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため 

       を代表とする                特定建設工事

共同企業体を結成したので、（仮称）駅北複合施設整備工事（建築本体工事）

の建設工事請負契約に係る公募型指名競争入札に参加を希望したく、添付書類

を添えて提出します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓

約します。 

構成員の氏名 

叉 は 名 称 
出資割合 

許可番号及び 

許可年月日 

許 可 さ れ た 

建設工事の種類 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 添付書類  特定建設工事共同企業体協定書の写し 

       技術資料（添付資料及び資格者証の写し等を含む） 
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様式－３ 

 

 

 

技 術 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                

名 称                
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１ 同種工事又は類似工事の施工実績 

 

工

事

名

称

等 

工事名称    

発注機関名   

施工場所    

契約金額    

工 期 年 月～   年 月    年 月～   年 月 

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 

工 事 概 要 等 

  

  

  

  

  

  

  

技術的特記事項 
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２ 当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者及び主任技術者の資格 

現場代理人 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 
 

監理技術者 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 
 

主任技術者 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 
 

主任技術者 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 
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特定建設工事共同企業体協定書 

 

（目的） 

第１条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 

（１）綾部市の発注に係る（仮称）駅北複合施設整備工事（建築本体工事）

（当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下、「当該工事」という。）

の請負 

（２）前号に附帯する事業 

（名称） 

第２条 当共同企業体は、           特定建設工事共同企業体

（以下「当企業体」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 当企業体は、事務所を                に置く。 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当企業体は、令和４年  月  日に成立し、当該工事の請負契約の

履行後３箇月以内を経過するまでの間は、解散することができない。 

２ 当該工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定

にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとす

る。 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 

   京都府綾部市   町   番地 

 

   京都府綾部市   町   番地 

 

   京都府綾部市   町   番地 

 

（代表者の名称） 

第６条 当企業体は、                を代表者とする。 

（代表者の権限） 

第７条 当企業体の代表者は、当該工事の施工に関し、当企業体を代表してそ

の権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝

する権限並びに請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び

当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 

（構成員の出資の割合） 

第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事につ

いて発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わら

ないものとする。 
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                      ％ 

                      ％ 

                      ％ 

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協

議して評価するものとする。 

（運営委員会） 

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並

びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他

の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、

当該工事の完成に当たるものとする。 

（構成員の責任） 

第 10 条 各構成員は、当該工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設

工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負

うものとする。 

（取引金融機関） 

第 11 条 当企業体の取引金融機関は、           とし、共同企

業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 

（決算） 

第 12 条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。 

（利益金の配当の割合） 

第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合に

より構成員に利益金を配当するものとする。 

（欠損金の負担の割合） 

第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合により

構成員が欠損金を負担するものとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。 

（工事途中における構成員の脱退に対する措置） 

第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が当

該工事を完成する日までは脱退することができない。 

２ 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合に

おいては、残存構成員が共同連帯して当該工事を完成する。 

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の

出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残

存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割

合に加えた割合とする。 

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決

算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱

退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 
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５ 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行

わない。 

（構成員の除名） 

第 16 条の２ 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要

な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他

の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるも

のとする。 

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければな

らない。 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から

第５項までを準用するものとする。 

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置） 

第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合に

おいては、第 16 条第２項から第５項までを準用するものとする。 

（代表者の変更） 

第 17 条の２ 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責

務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員

全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすること

ができるものとする。 

（解散後の契約不適合責任） 

第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき引き渡された工

事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったとき

は、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定め

るものとする。 

 

 

           外２者は、上記のとおり           特定

建設工事共同企業体を締結したので、その証拠としてこの協定書３通を作成

し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。 
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 令和４年  月  日 

 

 

構成員  住 所                        

   （代表者） 

         氏 名                     ㊞ 

 

 

    構成員  住 所                        

 

         氏 名                     ㊞ 

 

 

    構成員  住 所                        

 

         氏 名                     ㊞ 
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綾部市公告第６２号 

 

新図書館整備事業・地域交流センター整備事業・地域子育て支援拠点施設整備事業、

（仮称）駅北複合施設整備工事（電気設備工事）に係る入札参加資格について、次のとお

りお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電

子入札で共同企業体方式による公募型指名競争入札とします。 

 

令和４年７月２５日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第５０４ ５５号 

（２）工 事 名   （仮称）駅北複合施設整備工事（電気設備工事） 

 （３）工事場所  綾部市青野町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容  本工事は、新図書館、地域交流センター及び地域子育て支援拠点施

設整備のため、新たに施設の建設を行うものです。隣接する公共施設

や商業施設、ＪＲ等交通機関との関係から、工程や安全確保について

万全の配慮が必要です。 

 （５）工事概要   （仮称）駅北複合施設建設 

          鉄骨造２階建＋塔屋 延床面積 ３，１５５．１５㎡ 

          他付属建物 一式 

          上記に伴う電気設備工事 一式 

 （６）予定工期  令和４年 ９月２２日から 

          令和５年１０月１６日まで（３９０日間） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす２者の特定共同企業体とし、

その結成にあたっては本市指定の協定書（別紙）により構成員が自主的に結成する

ものとする。 

入札参加については、特定共同企業体による入札参加申請に基づき、本市が資格

認定した者とします。 

 （１）特定共同企業体の構成員は、契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権

を得ない者でないこと。 

 （２）特定共同企業体の構成員は、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結

する契約等からの除外措置を受けていないこと。 

（３）特定共同企業体の構成員は、電気工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月

１日から令和３年１２月３１日の間において、完了工事の成績評点が６５点に満

たない評定を受けていないこと。  
（４）構成員の出資比率は３０％以上とし、代表者は構成員中最大とする。 
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 （５）特定共同企業体の代表者は、令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者

名簿に電気工事のＡ等級で登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部

市内に本店を有する単体業者であること。 

（６）特定共同企業体の代表者は、建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可

を電気工事について受けており、令和４年度の指名競争入札参加資格審査結果通

知書で電気工事の総合評点が７５０点以上であること。 

（７）特定共同企業体の代表者は、請負金額５，０００万円以上（合併発注や特命随

契との合計額でも可）の電気工事の施工実績を有していること。なお、この施工

実績は公共工事の元請実績（ＪＶ含む）とし、民間工事や下請実績は認めません。

また、この施工実績は、コリンズ又は請負契約書などで確認できること。 

（８）特定共同企業体の代表者は、電気工事に係る監理資格を有した技術者を、専任

の監理技術者として配置し得ること。 

（９）代表者以外の構成員は、令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名

簿に電気工事のＡ等級、Ｂ等級、Ｃ等級のいずれかで登録されており、令和４年

４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者であること。 

（10）代表者以外の構成員は、電気工事に関する２級以上の技術者を、専任の主任技

術者として配置し得ること。 

 （11）配置予定とする現場代理人の技術資格・工事経験については問わないが、現場代

理人、監理技術者及び主任技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者であること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この公募型指名

競争入札参加申請書の申請日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

（12）各営業所における専任の技術者は、本工事の監理技術者や主任技術者にはなれ

ません。 

 

３ 提出書類 

 （１）公募型指名競争入札参加申請書 

   ・電子入札システムから公募型指名競争入札参加申請書を提出すること。ただし、

紙入札希望業者は、「紙入札方式参加承諾願」（別記様式－１）とともに、「公募

型指名競争入札参加申請書」（別記様式－２）２部を監理課へ持参により提出す

ること。 

 （２）共同企業体協定書の写し、技術資料及び資格者証等の写し 

   ・電子入札システムで、公募型指名競争入札参加申請書の添付資料に共同企業体

協定書の写し、「技術資料」（別記様式－３）及び資格者証の写しを添付して提

出すること。添付するファイルの形式及び容量については「綾部市公共工事等

電子入札運用基準」第７条によること。ただし、紙入札希望業者は、（１）の承

諾願及び申請書とともに共同企業体協定書の写し、「技術資料」（別記様式－３）

及び資格者証の写しを監理課へ持参により提出すること。 

   ・「同種工事又は類似工事の施工実績」には、２（７）に該当する工事を記載し、

資料としてコリンズ又は請負契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を添付

すること。（コリンズを添付する場合は請負契約書等の写しは不要とします。） 
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   ・「当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者及び主任技術者の資格」には、

それぞれ配置予定者について記載することとし、監理技術者及び主任技術者の

法令による免許欄には、２（８）及び２（10）に該当する技術資格を記載し、

資料として技術資格者証の写しを添付すること。 

   ・２（11）を確認する資料として、所属建設業者と直接的な雇用の確認ができる

書類を添付すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加申請書の受付 

 （１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月２５日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は

事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課

契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は７６０円です。 

（２）入札参加申請書の受付 

  ①期間  令和４年８月４日（木）午前９時から午後６時まで 

令和４年８月５日（金）午前９時から正午まで 

ただし、紙入札希望者の提出で８月４日については午前９時から正午ま

でと午後１時から午後５時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加者への通知 

 （１）入札通知書及び非指名通知書については、令和４年８月上旬に電子入札システ

ムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

 （２）非指名通知書を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により

非指名理由についての説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に関する質疑の受付及び回答 

   ①期間  令和４年８月１６日（火）から 

        令和４年８月１７日（水）正午まで 

   ②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提

出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとし

ますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午

後５時（最終日は正午）までとします。 

   ③対象  指名業者の「質疑書」のみ受け付けます。 

   ④回答  令和４年８月１９日（金）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファッ

クスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いませ
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ん。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①期間  令和４年９月６日（火）午前９時から午後６時まで 

        令和４年９月７日（水）午前９時から午後２時まで 

       ただし、紙入札者の提出は９月６日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、９月７日の午前９時から正午までと午後１時か

ら午後２時までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によるこ

と。 

ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

にいては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によ

ること。 

 （２）開札の日時 

        令和４年９月８日（木）午前９時３０分 

         

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格を持って入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した

者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとしま

す。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札通知までは受け付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共
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工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

 （３）入札通知後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システムへの入

札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 

 （４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

 （５）配置予定の現場代理人、監理技術者及び主任技術者が、他の工事の受注等によ

り配置できないと認められる場合は、本件の入札を無効とします。 

（６）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱

うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。  
（７）本案件の契約締結については、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、

綾部市議会の議決を要するため、議会の議決までは仮契約を締結するものとしま

す。 

  

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号 ６２３－８５０１ 

   所 在 地 京都府綾部市若竹町８－１ 

        綾部市役所本庁東３階 

  電話番号 ０７７３－４２－４２７６（直通） 

  ＦＡＸ番号 ０７７３－４２－４４０６（代表） 

  Ｅ‐mail kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１  

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                           
２ 工 事 名                           
３ 場  所                           
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由  
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。  
 
 

令和   年   月   日               
 
 
    共同企業体の名称            特定建設工事共同企業体  
 
 

構成員  住 所                       
（代表者）  

          氏 名                     ㊞  
 
 
     構成員  住 所                       
 
          氏 名                     ㊞  
 
 
 綾 部 市 長  様  
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様式－２ 

 

公募型指名競争入札参加申請書 
 

令和  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

共同企業体の名称            特定建設工事共同企業体 

 

 

構成員  住 所                       

    （代表者） 

          氏 名                     ㊞ 

 

 

     構成員  住 所                       

 

          氏 名                     ㊞ 

 

 

 今般連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため 

       を代表とする                特定建設工事

共同企業体を結成したので、（仮称）駅北複合施設整備工事（電気設備工事）

の建設工事請負契約に係る公募型指名競争入札に参加を希望したく、添付書類

を添えて提出します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓

約します。 

 

構成員の氏名 

叉 は 名 称 

出資割

合 

許可番号及び 

許可年月日 

許 可 さ れ た 

建設工事の種類 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
添付書類  特定建設工事共同企業体協定書の写し 

      技術資料（添付資料及び資格者証の写し等を含む） 
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様式－３ 

 

 

 

技 術 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                

名 称                
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１ 同種工事又は類似工事の施工実績 

 

工

事

名

称

等 

工事名称    

発注機関名   

施工場所    

契約金額    

工 期 年 月～   年 月    年 月～   年 月 

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 

工 事 概 要 等 

  

  

  

  

  

  

  

技術的特記事項 
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２ 当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者及び主任技術者の資格 

現場代理人 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 

 

監理技術者 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 

 

主任技術者 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 
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特定建設工事共同企業体協定書 

 

（目的） 

第１条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 

（１）綾部市の発注に係る（仮称）駅北複合施設整備工事（電気設備工事）

（当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下、「当該工事」という。）

の請負 

（２）前号に附帯する事業 

（名称） 

第２条 当共同企業体は、           特定建設工事共同企業体

（以下「当企業体」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 当企業体は、事務所を                に置く。 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当企業体は、令和４年  月  日に成立し、当該工事の請負契約の

履行後３箇月以内を経過するまでの間は、解散することができない。 

２ 当該工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定

にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとす

る。 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 

   京都府綾部市   町   番地 

 

   京都府綾部市   町   番地 

 

（代表者の名称） 

第６条 当企業体は、                を代表者とする。 

（代表者の権限） 

第７条 当企業体の代表者は、当該工事の施工に関し、当企業体を代表してそ

の権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝

する権限並びに請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び

当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 

（構成員の出資の割合） 

第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事につ

いて発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わら

ないものとする。 

                      ％ 

                      ％ 

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協
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議して評価するものとする。 

（運営委員会） 

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並

びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他

の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、

当該工事の完成に当たるものとする。 

（構成員の責任） 

第 10 条 各構成員は、当該工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工

事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負う

ものとする。 

（取引金融機関） 

第 11 条 当企業体の取引金融機関は、           とし、共同企業

体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 

（決算） 

第 12 条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。 

（利益金の配当の割合） 

第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合によ

り構成員に利益金を配当するものとする。 

（欠損金の負担の割合） 

第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合により構

成員が欠損金を負担するものとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。 

（工事途中における構成員の脱退に対する措置） 

第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が当該

工事を完成する日までは脱退することができない。 

２ 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合に

おいては、残存構成員が共同連帯して当該工事を完成する。 

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の

出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残

存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割

合に加えた割合とする。 

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決

算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱

退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 

５ 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行

わない。 

（構成員の除名） 

第 16 条の２ 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な

義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の
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構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるもの

とする。 

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければな

らない。 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から

第５項までを準用するものとする。 

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置） 

第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合にお

いては、第 16 条第２項から第５項までを準用するものとする。 

（代表者の変更） 

第 17 条の２ 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務

を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全

員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることが

できるものとする。 

（解散後の契約不適合責任） 

第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき引き渡された工事

目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは、

各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定める

ものとする。 

 

 

           外１者は、上記のとおり           特定

建設工事共同企業体を締結したので、その証拠としてこの協定書２通を作成

し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。 

 

 

 令和４年  月  日 

 

 

構成員  住 所                        

   （代表者） 

         氏 名                      ㊞ 

 

    構成員  住 所                        

 

         氏 名                      ㊞  
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綾部市公告第６３号 
 

原子力災害対策施設整備事業、奥上林公民館原子力災害対策施設整備工事に係る入札

参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してくださ

い。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和４年７月２５日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ５０号 
（２）工 事 名   奥上林公民館原子力災害対策施設整備工事 

（３）工事場所   綾部市故屋岡町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   アルミ製建具取替 ２２箇所 
          ダンパー取替 ３１箇所 
（５）予定工期   令和４年８月２５日から 
          令和５年１月２１日まで（１５０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＡ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月２５日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は３９０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年７月２８日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年７月２９日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月２８日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年８月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和４年８月４日（木）から 
     令和４年８月５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年８月８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファ

ックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行い
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ません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年８月１７日（水）午前９時から午後６時まで 

        令和４年８月１８日（木）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は８月１７日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、８月１８日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年８月１９日（金）午前９時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が７，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が７，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が７，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が７，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６４号 
 

Ｉ・Ｔビル大規模改修事業（トイレ改修）、Ｉ・Ｔビルトイレ改修工事に係る入札参

加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。

なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札（取り抜け方式）とします。 

 
令和４年７月２５日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ５１号 
（２）工 事 名   Ｉ・Ｔビルトイレ改修工事 

（３）工事場所   綾部市西町一丁目（別添位置図参照） 
（４）工事概要   和式便器を洋式便器化 ９台 
          普通便座を洗浄便座化 １３台 
          便座クリーナー用ディスペンサー設置 ２２台 
          多目的トイレ扉改修 １箇所 
（５）予定工期   令和４年 ８月２５日から 
          令和４年１２月２２日まで（１２０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一
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般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月２５日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は３００円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年７月２８日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年７月２９日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月２８日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年８月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和４年８月４日（木）から 
     令和４年８月５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年８月８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システム
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に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファ

ックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行い

ません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年８月１７日（水）午前９時から午後６時まで 

        令和４年８月１８日（木）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は８月１７日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、８月１８日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年８月１９日（金）午前９時５０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
（６）本工事は、次のとおり綾部市建設工事の競争入札における「取り抜け方式」の

対象工事とします。 

（取り抜け方式の適用工事） 

 対象工事番号及び工事名 落札決定順位 備 考 

第５０４ ５１号 

Ｉ・Ｔビルトイレ改修工事 
１ 本案件 

第５０４ ５２号 

村おこし研修館改修工事 
２  

 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 

公　告

116

mailto:kanri@city.ayabe.lg.jp


様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が７，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が７，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が７，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が７，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６５号 
 

東部地域農業施設改修事業、村おこし研修館改修工事に係る入札参加資格について、

次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事

の入札は電子入札による条件付一般競争入札（取り抜け方式）とします。 

 
令和４年７月２５日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ５２号 
（２）工 事 名   村おこし研修館改修工事 

（３）工事場所   綾部市八津合町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   便所改修 １１．２９㎡ 
          浄化槽撤去 一式 
（５）予定工期   令和４年 ８月２５日から 
          令和４年１２月２２日まで（１２０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＢ等級で

登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月２５日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は４２０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年７月２８日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年７月２９日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月２８日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年８月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和４年８月４日（木）から 
     令和４年８月５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和４年８月８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファ

ックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行い
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ません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年８月１７日（水）午前９時から午後６時まで 

        令和４年８月１８日（木）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は８月１７日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、８月１８日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年８月１９日（金）午前１０時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
（６）本工事は、次のとおり綾部市建設工事の競争入札における「取り抜け方式」の

対象工事とします。 

（取り抜け方式の適用工事） 

 対象工事番号及び工事名 落札決定順位 備 考 

第５０４ ５１号 

Ｉ・Ｔビルトイレ改修工事 
１  

第５０４ ５２号 

村おこし研修館改修工事 
２ 本案件 

 
13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が７，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が７，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が７，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が７，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６６号 
 

道路整備事業、市道綾部工業団地線舗装工事その２に係る入札参加資格について、次

のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の

入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 
 
令和４年７月２５日 

 
綾部市長 山 崎 善 也  

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０４ ５３号 
（２）工 事 名   市道綾部工業団地線舗装工事その２ 
（３）工事場所   綾部市渕垣町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   Ｌ＝４４ｍ Ｗ＝１５．５ｍ 
           アスファルト舗装工 Ａ＝７８１㎡ 
           区画線工 Ｌ＝２５３ｍ 
（５）予定工期   令和４年８月２５日から 
          令和５年１月 １日まで（１３０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和４年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で舗装工事のＢ等級又

はＣ等級で登録されており、令和４年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有

する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等

からの除外措置を受けていないこと。 
（３）舗装工事に係る綾部市発注工事で、令和３年１月１日から令和３年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一
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般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和４年７月２５日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は４４０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和４年７月２８日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和４年７月２９日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月２８日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和４年８月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和４年８月４日（木）から 
     令和４年８月５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
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④回答  令和４年８月８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファ

ックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行い

ません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和４年８月１７日（水）午前９時から午後６時まで 

        令和４年８月１８日（木）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は８月１７日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、８月１８日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 
        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和４年８月１９日（金）午前１０時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
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11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 舗装工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
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  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６７号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和４年７月２８日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 以下掲示済 
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綾部市公告第６８号 

 

市有財産（土地）の売却について、一般競争入札に付することとしたので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

 

令和４年７月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 入札に付する市有財産（土地） 

 

所在地 
地目 

（登記） 

地積 

（登記） 

予定価格 

（最低売却価格） 

綾部市井倉新町南大橋１２番２、１２番８ 宅地 208.91㎡ 10,821,000円 

 

 

２ 入札参加者の資格等 

 

別紙「市有地売却実施要領（一般競争入札）」に定めるとおり。 
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綾  部  市  

市 有 地 売 却 

実 施 要 領 

（一 般 競 争 入 札） 
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- 1 - 
 

一般競争入札参加要領 
 
「一般競争入札」は、広く入札参加者を募り、綾部市が定める予定価格以上で最高の価格をもって入

札した方を売買契約の相手方とするものです。 
 入札参加を希望する方は、以下の各事項をご確認の上、お申込みください。 
 
◆入札物件（土地） 

所在地 地目 地積（実測） 用途地域 予定価格 

綾部市井倉新町南大橋１２番２、１２番８ 宅地 208.91㎡ 準工業地域 10,821,000円 

 
◆入札参加者の資格等 

次のいずれかに該当する方は、一般競争入札に参加することができません。 
ア 契約を締結する能力を有しない者 
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各 

号に掲げる者 
エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し

３年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する

者 
オ 綾部市暴力団排除条例（平成２４年綾部市条例第３７号）第２条第３号及び第４号に掲げる者 

カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条及

び第８条の規定による処分を受けている団体及び当該団体の役員若しくは構成員 

キ この参加要領を順守しない者 
ク 綾部市税の滞納がある者 

 
◆入札参加の申込み 

１ 申込方法 
（１） 入札参加申込書（様式１）に次の必要書類を添えて、正本及び副本（コピー可）各１部を、

持参又は書留郵便で送付してください。 

   ア 印鑑登録証明書 ※法人の場合は印鑑証明書 
   イ 住民票 ※法人の場合は商業・法人登記事項全部証明書 
   ウ 誓約書（様式２） 
   エ 綾部市税納税証明書 ※綾部市に納税義務のある方のみ 

（２） 郵送による申込みの場合、受付完了後送付する書類がありますので、８４円切手を貼付した

返信用封筒（長形３号）に宛名を記入したものを同封してください。 
（３） 落札後、共有名義での登記を希望される場合、共有者全員の氏名を申込書に記載し、全員分

の必要書類を添えてください。 
（４） 各種証明書は申込み時において１か月以内に発行されたものに限ります。 
（５） 提出した書類は、返還できません。 

 
 

公　告

147



- 2 - 
 

２ 申込期間 
令和４年８月１日（月）から令和４年８月１９日（金）まで ※郵送の場合は期間内必着 

  （土日祝日、年末年始等の閉庁日を除く午前９時から正午、午後１時から午後５時まで） 
 

３ 申込先 
  〒６２３－８５０１ 

京都府綾部市若竹町８番地の１ 
   綾部市役所（本庁舎東３階）建設部監理課管財担当 
 

４ 申込受付 
（１） 申込書類に不備等がある場合は受付できません。 
（２） 申込受付完了後、綾部市の受付印を押印した入札参加申込書（副本）を渡します。この申込

書は、入札参加資格を証するものですので、入札当日必ず持参してください。 
 

５ 留意事項 
（１） 落札後の売買契約は、入札参加申込者本人と締結することになります。したがって、所有権

移転登記の名義人は入札参加申込者となり、中間省略登記には応じません。 
（２） 現地説明会は開催しませんので、申込み前に必ず各自で物件を確認してください。 
（３） 入札参加申込者が１者のみの場合は、令和４年８月３１日（水）までを、その方への優先売

却期間とします。 
（４） 入札不調の場合又は上記（３）に該当し売買が成立しなかった場合は、令和４年９月１日

（木）から先着順により売却します。 
 
◆入札 

１ 日時  令和４年８月３１日（水） 午前１０時００分から 
 

２ 場所  綾部市役所 まちづくりセンター２階 第３会議室 
 

３ 入札時に持参するもの 
   ア 綾部市の受付印押印済みの入札参加申込書（副本） 
   イ 入札保証金 
   ウ 入札書（様式３） 
   エ 封筒 
   オ 印鑑 ※申込者本人の場合は実印、代理人の場合は委任状の受任者印 

カ 委任状（様式４） ※代理人が入札する場合のみ 
   キ 筆記用具（黒又は青の万年筆かボールペン） 
 

４ 入札保証金 
（１） 入札参加者は、入札金額の１００分の５以上（１万円未満切上げ）の入札保証金を納付して

ください。 
（２） 入札保証金は、落札者については契約保証金の一部に充当することとし、落札者以外の方に

ついては入札当日返還します。 
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（３） 契約予定日までに落札者が売買契約を締結しないときは、落札はその効力を失い、落札者が

納付した入札保証金は、違約金として綾部市に帰属することになり返還できません。 
 

５ 留意事項 
（１） 入札に参加できる方は、事前に入札参加申込みした方のみです。 
（２） 入札には、入札参加申込者が直接参加してください。ただし、本人が入札に参加できない場

合は、委任状の提出により代理人による入札参加を認めます。 
（３） 入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名・押印（実印）及び封筒に封入割印の上、

入札箱に投入してください。 
（４） 入札を代理人に行わせる場合、代理人は、入札書に必要な事項を記載し、記名・押印（委任

状の受任者印）及び封筒に封入割印の上、入札箱に投入してください。 
（５） 入札者は、投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 
（６） 入札に出席しなかった場合（開始時刻に間に合わなかった場合を含む。）は、棄権したものと

みなします。 
（７） 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実施が困難な

特別な事情が生じたときは、入札を中止又は延期することがあります。 
 

６ 入札の無効 
 次のいずれかに該当する方がした入札は、無効とします。 

ア 入札に参加する資格のない者 

イ 同一人にして同じ入札に２以上の入札（他人の代理としての入札を含む。）をした者 

ウ 入札に関し連合等の不正行為をした者 

エ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字が識別できない入札書又は金額を訂正した入札書で入

札した者 

オ 入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者 

カ その他入札条件に違反した者 

キ 代理人の入札において、委任状を提出しない者 

ク 上記アからキに掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した者 

 
７ 落札者の決定 
（１） 落札者は、本市が定めた予定価格（最低売却価格）以上で、最高価格をもって入札した方と

します。 
（２） 落札者となるべき同価の入札をした方があるときは、直ちに当該入札者によるくじ引きによ

り落札者を決定します。 
 
◆契約 

１ 契約の締結 
（１） 落札者が落札決定通知を受けた日から５日以内（土日祝日等の閉庁日は算入しません。）に

売買契約の締結を行います。 
（２） 契約書は、綾部市の書式（別途指定）によることとし、契約書に貼付する収入印紙は、落札

者の負担とします。 
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２ 契約保証金 
（１） 売買契約締結と同時に、契約金額の１００分の１０以上（１万円未満切上げ）の契約保証金

を納付してください。ただし、入札保証金を契約保証金に充当することとしているため、その

差額が納付額となります。 
（２） 契約保証金は、売買代金に充当します。 
（３） 落札者が契約を履行しない場合、契約保証金は綾部市に帰属することになり、返還しません。 

 
３ 売買代金の支払 
売買契約締結後３０日以内に、売買代金と契約保証金との差額を納付してください。 

 
◆所有権移転 

（１） 所有権は、落札者が売買代金を完納した時点で移転します。 
（２） 権利移転の登記は、売買代金の納付後、綾部市が関係機関に嘱託します。 
（３） 登記に要する登録免許税は落札者の負担となります。 

 
◆その他 

（１） 売買物件は現状のまま引渡します。 
（２） 売買契約を締結した時点で、落札者に財産に係る危険負担が移転します。したがって、売買

契約締結後に発生した財産の破損、焼失など綾部市の責に帰すことのできない損害の負担は落

札者が負うこととなり、売買代金の減額を請求することはできません。 
（３） 売買契約締結後、売買物件の面積の不足、品質上の問題（土壌汚染、地中埋設物及び産業廃

棄物を含むが、これらに限られない。）を発見しても、売買代金の減額を請求することはでき

ません。 
（４） 売買物件の取得に伴う不動産取得税（府税）が落札者に課税されます。 
（５） 売買物件にかかわる調査（土壌調査等）は行っておりません。 
（６） 開発などに当たっては、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）、建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）又は条例などの法令による規制がある場合がありますので、事前に関係機関

に確認してください。 
（７） 綾部市は、建物・工作物の補修、撤去、立木の伐採、草刈などの負担及び調整は行いません。 
（８） 綾部市は、越境物があった場合について関与しませんので、落札者において処理してくださ

い。（契約後に判明した場合も同様です。） 
 

◆問合せ先 
 綾部市役所 監理課 管財担当 
  電 話 ０７７３－４２－４２７８ 

メール kanri@city.ayabe.lg.jp 
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（様式１） 

入 札 参 加 申 込 書 
 

令和  年  月  日 
 

綾部市長 様 
 
 私は、「一般競争入札参加要領」を承諾の上、入札参加申込みをします。 
 
 

申 込 者  住 所 
 
       ふりがな 

氏 名                  ㊞ 
 

       注）法人の場合は、法人名及び代表者名を記入してください。 
       注）印鑑登録印〔実印〕を使用してください。 

 
電話番号 

 
１ 入札物件（土地） 

所在地 地目 実測地積 用途地域 予定価格 

綾部市井倉新町南大橋12番2、12番8 宅地 208.91㎡ 準工業地域 10,821,000円 

 
２ 購入後の利用計画 
 
 
 
３ 添付書類 
ア 印鑑登録証明書 ※法人の場合は印鑑証明書 
イ 住民票 ※法人の場合は商業・法人登記事項全部証明書 
ウ 誓約書（様式２） 
エ 綾部市税納税証明書 ※綾部市に納税義務のある方のみ 

 ※各種証明書は申込み時において１か月以内に発行されたものに限ります。 
 

受付印 

※この欄は記入しないでください。 
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（様式２） 

誓  約  書 
令和  年  月  日 

 
 綾部市長 様 
 

住 所                   
 

氏 名                ㊞  
 

注）法人の場合は、法人名及び代表者名を記入してください。   
注）印鑑登録印〔実印〕を使用してください。          

 
私は、綾部市が実施する公有財産売却に係る入札参加に当たっては、以下の事項に相違ない旨確約の上、

この「一般競争入札参加要領」及び貴庁における入札、契約などに係る諸規程を厳守し、公正な入札をいた

します。 

もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当該執行機関に損害が

発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。 

 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する一般競争入札に参加さ

せることができない者に該当しません。 

２ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し３年を経過しない者及びその者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者に該当しません。 

３ 綾部市暴力団排除条例（平成２４年綾部市条例第３７号）第２条第３号及び第４号の規定に該当する者

ではありません。 

４ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条第１項の規

定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員ではありません。 

５ 入札物件を購入したときは、これを上記３又は４に該当する者に譲渡又は貸与しません。 

６ 次に掲げる不当な行為は行いません。 

（１）正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。 

（２）入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るた

めに連合すること。 

（３）落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げること。 

（４）契約の履行をしないこと。 

（５）契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴庁に認められること。 

（６）入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。 

（７）社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。 

（８）天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。 

７ 綾部市の公有財産売却に係る「入札公告」、「一般競争入札参加要領」の各条項を熟覧し、これらについ

てすべて承知の上参加しますので、後日これらの事柄について貴庁に対し一切異議、苦情などは申しませ

ん。 
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（様式３） 

入  札  書 
 
 

「一般競争入札参加要領」を承諾の上、入札いたします。 
 

入札 
金額 

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

         

※金額の頭に「￥」を付してください。 
※金額はアラビア数字を使用してください。 

 
 
 
 

入札物件（土地） 

所在地 地目 実測地積 用途地域 予定価格 

綾部市井倉新町南大橋12番2、12番8 宅地 208.91㎡ 準工業地域 10,821,000円 

 
 
 

 令和   年   月   日 
 
 

   綾 部 市 長 様 
 
 
           住 所 
 
 
           氏 名                        ㊞ 
 

注）法人の場合は、法人名及び代表者名を記入してください。          
注）代理人が入札する場合は、委任状の受任者の住所・氏名を記入してください。 
注）印鑑登録印〔実印〕を使用してください。ただし、代理人が入札する場合、  

委任状の受任者印を押印してください。                  
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（様式４） 

委  任  状 
 
 

綾 部 市 長  様 
 
 

私は              をもって代理人と定め、下記物件の入札に関する 
一切の権限を委任します。 
 

記 
 

所在地 地目 実測地積 用途地域 予定価格 

綾部市井倉新町南大橋12番2、12番8 宅地 208.91㎡ 準工業地域 10,821,000円 

 
 
委任期間   令和   年   月   日 から 
 
       令和   年   月   日 まで 

 
 

おって本委任状は、当事者双方の連署がなければ、委任の解除は効力なきものとします。 
 
 

令和   年   月   日 
 
 

委 任 者  住 所 
 

氏 名                   ㊞ 
 

             注）法人の場合は、法人名及び代表者名を記入してください。 
             注）印鑑登録印〔実印〕を使用してください。 

 
 
 

受 任 者  住 所 
 

氏 名                   ㊞ 
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売 買 契 約 書（案） 

  

  土地の売買について、綾部市（以下「売主」という。）と、○○○○○（以下「買主」という。）とは、次の

条項により売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 売主及び買主は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売主は、その所有する次に掲げる物件（土地）を買主に売り渡し、買主はこれを買い受ける。 

所 在 地 番 地 目 公簿面積 実測面積(㎡) 

綾部市井倉新町南大橋 １２番２ 宅 地 １１７．３７㎡ １１７．３７㎡ 

綾部市井倉新町南大橋 １２番８ 宅 地  ９１．５４㎡  ９１．５４㎡ 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金 落札価格 円とする。 

（契約保証金） 

第４条 買主は、この契約締結と同時に契約保証金として、金（落札価格の10/100以上）円を売主に納付しなけれ

ばならない。 

２ 契約保証金は、次条第２項に定める遅延利息及び第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない

ものとする。また、契約保証金には、利息は付さないものとする。 

３ 売主は、買主が次条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を売買代金に充当するものと

する。 

４ 売主は、買主が次条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を市に帰属させるものとす

る。 

（売買代金の納付及び遅延利息） 

第５条 買主は、売買代金のうち前条第１項に定める契約保証金を除いた、金（落札価格から契約保証金を差し引

いた額）円を売主の発行する納入通知書により納付期限までに納付しなければならない。 

２ 買主が前項に規定する納付期限までに売買代金を支払わないときは、売主は、納付期限到来の日の翌日から納

付する日までの日数に応じ、納付すべき売買代金の額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年

法律第256号）第８条第１項に規定する遅延利息の率で計算した金額を遅延利息として徴収することができるも

のとする。 

（所有権の移転及び売買物件の引渡し） 

第６条 売買物件の所有権は、買主が売買代金（前条第２項の規定による遅延利息を含む。）の支払を完了したと

きに移転するものとし、何らの手続を要しないで引渡しを終わったものとする。 

（所有権の移転登記） 

第７条 所有権の移転登記は、前条の規定により売買物件の所有権が移転した後に、買主の請求により売主が嘱託

する。 

２ 前項の所有権の移転登記に要する費用は、買主の負担とする。 

（危険負担） 

第８条 この契約の締結の日から売買物件の引渡しの日までにおいて、売主の責めに帰すことのできない事由によ

り、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は、買主が負担するものとする。 

（契約不適合責任） 

第９条 買主は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」

公　告

155



- 10 - 
 

という。）であるときは、引渡しの日から２年以内に売主に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害

賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、売主又は買主は、相手方に対し、協議の申し入れをす

ることができる。 

（１） 修補をする場合において、売主は、買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と

異なる方法による修補をすることができる。 

（２） 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、売主は修補責任を負わない。 

（３） 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰すことができない事由によ

るものであるときを除き、買主は、売主に対し、損害賠償を請求することができる。 

（４） 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。 

（５） 本条の契約不適合により、買主が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することが

できる。 

（６） 本条の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、修補請求、損害賠償請

求又は契約の解除のいずれもすることはできない。 

２ 前項の契約不適合について、買主は、売主に対して、代金減額を請求することはできない。 

３ 買主が本契約締結時に第１項の契約不適合を知っていたときは、売主は本条の責任を負わない。 

（用途制限） 

第10条 買主は、売買物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２

条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供して

はならない。 

２ 買主は、売買物件を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所又はその他これに類するものの用に供してはならない。 

３ 買主は、売買物件を、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条

に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所又はその他これに類するものの用に供してはならない。 

４ 買主は、第三者に対して売買物件の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をするときは、前４項に規

定する義務を書面によって承継させなければならず、当該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反

する使用をさせてはならない。 

５ 買主は、第三者に対して売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は貸借権その他の使用及び収益を目

的とする権利を設定するときは、当該第三者に対して第１項から第４項までに規定する義務に違反する使用をさ

せてはならない。 

（実地調査） 

第11条 売主は、前条に定める用途制限の履行状況を確認するため、売主が必要と認めるときは実地の調査をし、

又は必要な報告を求めることができるものとし、買主は、正当な理由なくその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠

ってはならない。 

（違約金） 

第12条 買主は、第10条及び前条に定める義務に違反した場合、売買代金の100分の30に相当する額を違約金とし

て売主に支払わなくてはならない。 

２ 前項の違約金は違約罰と解釈するものとする。 

（契約の解除） 

第13条 売主は、買主がこの契約に定める義務を履行しないときは、前条の規定にかかわらず、この契約を解除す

ることができる。 

２ 売主は、買主が第10条に定める義務に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当していると認められると

きは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい
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う。以下「役員等」という。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき。 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

３ 売主は、前２項の規定によりこの契約を解除した場合、買主に損害が生じてもその責めを負わないものとする。 

４ 買主は、売主が第２項の規定によりこの契約を解除した場合において、売主に損害が生じたときは、その損害

を賠償するものとする。 

（原状回復及び返還金等） 

第14条 買主は、売主が前条の規定により解除権を行使したときは、売主の指定する期日までに売買物件を原状に

回復して返還しなければならない。ただし、売主が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたとき

は、現状のまま返還することができる。 

２ 買主は、前項の規定により売買物件を売主に返還するときは、売主の指定する期日までに当該物件の所有権移

転登記の承諾書を売主に提出しなければならない。 

３ 売主は、前条の規定により解除権を行使したときは、収納済みの売買代金を買主に返還する。ただし、当該返

還金には、利息を付さない。 

４ 売主は、前条の規定により解除権を行使したときは、前項に規定するものを除き、買主が支出した一切の費用

を償還しない。 

（損害賠償） 

第15条 売主は、買主がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、第12条の規定とは別にその

損害の賠償を請求することができる。 

（返還金の相殺） 

第16条 売主は、第14条第３項の規定により売買代金を返還する場合において、買主が第12条に定める違約金又は

この契約に定める損害賠償金を支払う義務があるときは、返還する売買代金の一部又は全部と相殺する。 

（契約費用の負担） 

第17条 この契約の締結に要する費用は、買主の負担とする。 

（法令等規制の遵守） 

第18条 買主は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、売買物件を

利用するに当たっては、当該法令等を遵守するものとする。 

（管轄裁判所） 

第19条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、売主の事務所の所在地を管轄する地方裁判

所を管轄裁判所とする。 

（疑義の決定等） 

第20条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、売主買主協議の上、これを

定めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、売主買主両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 
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  令和  年  月  日 

 

売主   住 所   京都府綾部市若竹町８番地の１         

 

氏 名   綾部市長 山 崎 善 也  □印         

 

 

買主   住 所                          

 

氏 名                 ○印         
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　西：市道宮代豊里線（拡幅予定）　拡幅後幅員約１１．０ｍ、拡幅後間口約１２．０ｍ

　北：建築基準法第４２条１項５号道路（位置指定道路）　幅員約５ｍ、間口約１０．５ｍ

施設

電気

ガス

※特記事項

　 １　本物件は現在駐車場用地として貸付けしていますが、落札が決定した時点で賃貸借契約を解除します。

２　本物件の境界は確定されています。

　　　 （１２番２については令和３年２月５日、１２番８については平成１６年８月２日に地積更正登記済み）

３　法令による土地利用制限等について、あらかじめ関係機関にご確認ください。

４　上水道の利用に当たっては、綾部市上水道課（０７７３－４２－１８１５）にお問合せください。

５　下水道の利用に当たっては、綾部市下水道課（０７７３－４２－４２９６）にお問合せください。

６　地下埋設物調査、地盤調査及び土壌汚染調査は行っていません。

注）この調書は、土地購入希望者が現地を確認される上での参考資料です。

注）申し込まれる前に必ず現地をご確認ください。

注）この調書が現況と相違している場合は、現況が優先します。

下水道 綾部市下水道課

綾部市井倉新町南大橋１２番２

綾部市井倉新町南大橋１２番８

地　目

宅　地

宅　地

接面道路の状況

その他 建築基準法第２２条区域

都市計画区域

地域地区

準工業地域

容積率 ２００％

北側道路配管　内径200㎜

物  　件　　調　　書

最低売却価格 10,821,000円

実測面積

91.54㎡

登記面積

91.54㎡

117.37㎡ 117.37㎡

所　在　地

上水道 綾部市上水道課
北側道路配管　内径75㎜

―

備考

西側市道配管　内径200㎜

交通機関

建ぺい率 ６０％

ＬＰガス取扱業者

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

あやべ市民バス（あやバス）　「市民ホール前」から約２５０ｍ

ＪＲ山陰本線　「綾部駅」から約５５０ｍ

用途地域

非線引き都市計画区域

―

施設整備状況

事業者

小売電気事業者

―

西側市道配管　内径100㎜

配管等の状況
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付近見取図

入札物件
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航空写真

入札物件
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現況写真 
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 1 

綾部市公告第６９号 

 

 綾部市営住宅の入居者を次のとおり公募します。 

 

  令和４年８月１日 

 

                       綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 募集内容（市営住宅入居者募集） 

  募集団地一覧に掲載した住宅に入居していただくものです。 

 

２ 募集団地一覧 

（２ＬＤＫは世帯用） 

団地名 

（建設年） 
所在地 構 造 間取り 募集戸数 家賃月額（円） 

Ｆ Ｍ － Ⅳ 

（新築） 

広小路 

二丁目 
軽量鉄骨造 

１ＬＤＫ 

１階、２階 
３戸 １７，９００～ 

２ＬＤＫ 

１階、２階 
４戸 ２３，０００～ 

Ｇ Ｒ － Ⅵ 大 島 町 

（平成２８年） 
大島町 軽量鉄骨造 

２ＬＤＫ 

２階 
１戸 ２０，４００～ 

レ ・ フ ル ー ル 

（平成３０年） 
味方町 軽量鉄骨造 

１ＬＤＫ 

２階 
１戸 １５，９００～ 

※今回の募集団地は、民間の借上型市営住宅です。以下の要件を含みます。 

①入居期間は最長２０年間となります。（新築以外は残年数。例：ＧＲ－Ⅵは残

り１４年） 

②家賃の他に、共益費として毎月６,０００円が必要です。 

③駐車場を希望される場合、別途契約が必要です。【１台につき毎月３,０００

円（税別）の予定。ＧＲ－Ⅵ大島町は５，０００円（税別）、レ・フルールは 

３，０００円（税別）】 

・公共料金（電気・ガス・水道等）は自己負担となります。 

・ペット等の飼育はできません。 

・家賃月額は、入居者の収入や住宅の規模、経過年数、立地条件などに応じて、

毎年度算定します。 

 

３ 申込用紙配布期間 

  令和４年８月１日（月）から８月３１日（水）まで ※土･日・祝日を除く 

 

４ 申込受付期間 

  令和４年８月２２日（月）から８月３１日（水）まで ※土･日曜日を除く 

  午前９時～正午、午後１時～午後５時まで（２５日（木）は午後７時まで） 
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５  申込受付及び問い合わせ先 

  綾部市建設部建築課住宅・空家等対策担当 ４２－３２８０（内線３３３） 

                      ４２－４２８４（直通電話） 

 

６ 申込資格 

次の条件すべてに該当する方でなければ、申込資格はありません。 

（１）現に住宅に困窮している方。 
 

（２）市内に住所若しくは勤務先を有する方又は新たに市内に居住することが必

要な方。 
 

（３）申込人と入居しようとする方が親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情のある方又は、婚約者を含む。）であること。 
 

（４）申込人及び入居しようとする親族が暴力団員でないこと。 
 

（５）申込人及び入居しようとする親族が市町村税を滞納していないこと。 
 

（６）申込人及び入居しようとする親族の収入月額が､158,000円以下（裁量階層

に該当する世帯は214,000円以下）であること。 
 

※ 申込人及び入居しようとする親族の年間所得金額から、１０ページの「控除の種

類及び控除額一覧」に掲げる要件に応じた控除額を控除し、１２カ月で除したもの

が収入月額となります。詳しくは、６～７ページの「収入月額の算定方法」参照 
 

※  裁量階層とは、９ページの「裁量階層について」に掲げる要件に該当する世

帯のことです。 

 

（その他） 
 

・家族を不自然に分割した申込みは認めません。 
 

・申込後において、申込書記載の同居親族の変更（出生・死亡の場合を除く。）

は認めません。 

 

７ 申込方法 

次の書類を申込受付期間内に市役所建築課へ提出してください。なお、郵送で

の受付はできません。 

①綾部市営住宅入居申込書（様式第４号）  

市役所建築課で募集案内書と一緒に配布します。 

②世帯全員の住民票（市役所市民・国保課で発行：３００円） 

申込人の世帯全員の住民票（世帯主名と続柄が表示されたもの） 

※ 内縁の配偶者については、住民票の続柄が未届の夫又は未届の妻であることが

必要です（「同居人」は不可）。 

③令和４年度課税証明書等（市役所市民・国保課で発行：３００円］ 

申込人及び入居しようとする親族全員の令和４年度課税証明書等（次項参照） 
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（１）給与所得の方  

現 在 の 職 場 収 入 の 計 算 期 間  証 明 書 の 種 類  

令和３年１月１日以前から

引き続き勤務している方 

令和３年１月１日から 

令和３年１２月３１日まで 
・令和４年度課税証明書 

令和３年１月２日以降に就

職し、１年以上経っている

方 

申込み月の前月からさかの

ぼった１年間 
・令和４年度課税証明書 

 

・給与支払証明書（別紙） 

 

※両方提出してください。 
勤務してから１年未満の方 

就職した月から申込み月の前

月まで（２カ月以上の実績が

な い方 は連 絡して くだ さ

い。） 

 

（２）事業収入の方 

現 在 の 職 場 収 入 の 計 算 期 間  証 明 書 の 種 類  

令和３年１月１日以前から

引き続き営業している方 

令和３年１月１日から 

令和３年１２月３１日まで 
・令和４年度課税証明書 

令和３年１月２日以降に開

業し、１年以上経っている

方 

申込み月の前月からさかの

ぼった１年間 
・令和４年度課税証明書 
 
・営業実績証明書（別紙） 

 

※両方提出してください。 開業してから１年未満の方 

開業した月から申込み月の前

月まで（２カ月以上の実績が

な い方 は連 絡して くだ さ

い。） 

 

（３）年金収入の方 

現 在 の 職 場 収 入 の 計 算 期 間  証 明 書 の 種 類  

令和３年１月１日以前から引

き続き年金を受給している方 

令和３年１月１日から 

令和３年１２月３１日まで 
・令和４年度課税証明書 

令和３年１月２日以降に年

金を受給されている方 
直近の年金月額×１２カ月 

・令和４年度課税証明書 
 
・年金振込通知書（はが

き）又は年金証書の写し 
 
※両方提出してください。 

 

（４）収入のない方 

  次に掲げる証明書類のいずれかを提出してください。 

  ・雇用保険受給資格者証または離職票 

  ・退職証明書 

 

④市税の完納証明書（市役所市民・国保課で発行：３００円） 

申込人及び入居しようとする親族全員の完納証明書 
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⑤調査票 

市役所建築課で募集案内書と一緒に配布します。 

 

⑥その他の必要な書類 

（１）身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など

を所持している方は提示してください。 
 

（２）単身で申込む方で、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護

を必要とする場合は、事前に相談してください。 
 

（３）扶養控除関係に変更のあった方 

   令和４年１月１日以降に控除関係の変更のあった方は、変更のあったこと

の分かる書類（国民健康保険以外の健康保険証など）を提示してください。 
 

（４）立ち退き要求により申込みをされる方 

   家主の立ち退き要求書を提出してください。 

   ※家主の記名押印、日付、立ち退き要求の理由、期日などを記入。 
 

（５）婚約者と申込みをされる方は、別紙「婚約証明書」又は結婚式場等の予約

証明書を提出してください。 

 

（６）生活保護を受給している方は、生活保護受給証明書を提出してください。 

 

【提出書類の注意事項】 

申込人の同一世帯以外の方が、住民票・課税証明書・完納証明書の発行を申請される場合

は、申込人の委任状が必要となります。（親子であっても世帯が違う場合は申込人の委任状

が必要。）また、住民票については、本人が申請する場合でも、本人確認の書類（運転免許

証等）が必要となります。※委任状は市民・国保課にあります。（任意で作成も可） 

提出していただいた書類はお返しできませんのでご了承ください。また、その他必要に応

じて、別途に書類を提示又は提出していただく場合があります。 

 

８ 入 居 者 の 決 定 

  書類審査後、入居者選考委員会の審査及び抽選（入居資格者が募集戸数を超

えた場合）を行い、入居者を決定します（必要があれば申込人の自宅に訪問す

る等の実情調査を行います）。 

 

９ 抽選会（入居資格者が募集戸数を超えた場合） 

  令和４年１０月中旬予定 

 

10 入居可能日 

  令和４年１２月１日（木）予定 

  ＧＲ－Ⅵ大島町、レ・フルールは令和４年１１月１日（火） 
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11 住宅困窮基準 

 

【抜粋】綾部市営住宅設置及び管理条例第８条 

 

(入居者の選考) 

第８条 市長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅等の戸

数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査し、次の各号のい

ずれかに該当する者のうちから、綾部市営住宅入居者選考委員会の意見を

聞いて、入居者を選考する。 

 

（１） 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上

有害な状態にある住宅に居住している者 

 

（２） 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がない

ため親族と同居することができない者 

 

（３） 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教

上不適当な居住状態にある者 

 

（４） 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため

困窮している者(自己の責に帰すべき理由に基づく場合を除く。) 

 

（５） 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされて

いる者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者 

 

（ ６ ）  前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな     

者  
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収 入 月 額 の 算 定 方 法 

 

【収入月額の求め方】 

 
  年間所得金額－(38万円×同居・別居扶養親族等の数)－該当控除額  
                 12                 

 

【年間所得金額の求め方】 
 

① 給与所得者の場合 

  次表により「年間収入金額」から「年間所得金額」を算出します。 

 
 

 
年 間 収 入 金 額 年 間 所 得 金 額  

551,000円未満 0円 

551,000円以上～1,619,000円未満 年間収入金額－550,000円 

1,619,000円以上～1,620,000円未満 1,069,000円 

1,620,000円以上～1,622,000円未満 1,070,000円 

1,622,000円以上～1,624,000円未満 1,072,000円 

1,624,000円以上～1,628,000円未満 1,074,000円 

1,628,000円以上～1,800,000円未満 ※端数整理後の年間収入金額×0.6＋100,000円 

1,800,000円以上～3,600,000円未満 ※端数整理後の年間収入金額×0.7－ 80,000円 

3,600,000円以上～6,600,000円未満 ※端数整理後の年間収入金額×0.8－440,000円 

6,600,000円以上～8,500,000円未満 年間収入金額×0.9－1,100,000円 

※端数整理後の年間収入金額 

年間収入金額を4,000で除し、出た数の小数点以下を切捨て4,000を乗ずる。 

 

 【例】年間収入金額2,859,999円の年間所得金額 

    2,859,999円÷4,000＝714.999…（小数点以下切捨て） 

 714×4,000＝2,856,000円←端数整理後の年間収入金額 

  2,856,000円×0.7－180,000円＝1,819,200円 
 

   なお、令和３年１月２日以降に勤務された方は「給与支払証明書」を勤務先の会社印押

印の上、提出してください。また、退職された方は、元の勤務先が発行した退職証明書等、

退職を証明できるものを提出してください。 

 

 〔就職後１年未満の方の年間総収入金額算出方法〕 
 

勤務した翌月から申込月の前月までの総収入金額－賞与 
  勤務した翌月から申込月の前月までの月数 

 

 

×12＋賞与＝推定年間総収入金
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② 事業所得者の場合 

  年間収入金額から必要経費を控除した額です。 

  なお、令和３年１月２日以降に開業された方は別紙「営業実績明細書」を提出してくださ

い。 

 

〔開業後１年未満の方の年間収入金額算出方法〕 
 
  開業月の翌月から申込月の前月までの総収入金額－必要経費  

開業月の翌月から申込月の前月までの月数 

 

 

③ 年金所得者の場合 

  次表により「年間年金収入金額」から「年間年金所得金額」を算出します。 

 
 

 
受給者の年齢 年間年金収入金額（Ａ） 年間年金所得金額  

 

65歳未満 

600,000円以下 0円 

600,000円を超え1,300,000円以下 （Ａ）－600,000円 

1,300,000円を超え4,100,000円以下 （Ａ）×0.75－275,000円 

4,100,000円を超え7,700,000円以下 （Ａ）×0.85－685,000円 

7,700,000円を超え10,000,000円以下 （Ａ）×0.95－1,455,000円 

 10,000,000円を超える場合 （Ａ）－1,955,000円 

65歳以上 

1,100,000円以下 0円 

1,100,000円を超え3,300,000円以下 （Ａ）－1,100,000円 

3,300,000円を超え4,100,000円以下 （Ａ）×0.75－275,000円 

4,100,000円を超え7,700,000円以下 （Ａ）×0.85－685,000円 

7,700,000円を超え10,000,000円以下 （Ａ）×0.95－1,455,000円 

  10,000,000円を超える場合 （Ａ）－1,955,000円  

 
 

※申込人の年間所得金額は、入居しようとする親族の所得も含みます。 

 

【例】申込人の同居親族が妻と子1人の場合 

申込人（世帯主）の年間所得金額＝1 , 6 0 0 , 0 0 0円 

同居親族（妻）の年間所得金額＝800,000円 

同居親族（子）の年間所得金額＝0円 

    

申込人の年間所得金額（合算）：1,600,000円＋800,000円＝2,400,000円 

    

 

×12＝推定年間収入金額 
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基 準 早 見 表 

 

 

年間収入金額ベースによる基準早見表（同居親族に申込人は含みません。） 

 

（年間収入金額ベース） 

 

種 別 
入居収入 

基 準 額 

同 居 親 族 及 び 別 居 の 扶 養 親 族 数   

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

 

 一 般 

申込者 

158,000円 

以 下 

0円 

～ 

2,967,999円 

0円 

～ 

3,511,999円 

0円 

～ 

3,995,999円 

0円 

～ 

4,471,999円 

0円 

～ 

4,947,999円 

0円 

～ 

5,423,999円 

 

 

 裁量階層 

申 込 者 

214,000円 

以 下 

0円 

～ 

3,887,999円 

0円 

～ 

4,363,999円 

0円 

～ 

4,835,999円 

0円 

～ 

5,311,999円 

0円 

～ 

5,787,999円 

0円 

～ 

6,263,999円 

 

 

 

 

年間所得金額ベースによる基準早見表（同居親族に申込人は含みません。） 

 

（年間所得金額ベース） 

 

種 別 
入居収入 

基 準 額 

同 居 親 族 及 び 別 居 の 扶 養 親 族 数   

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

 

 一 般 

申込者 

158,000円 

以 下 

0円 

～ 

1,896,000円 

0円 

～ 

2,276,000円 

0円 

～ 

2,656,000円 

0円 

～ 

3,036,000円 

0円 

～ 

3,416,000円 

0円 

～ 

3,796,000円 

 

 

 裁量階層 

申 込 者 

214,000円 

以 下 

0円 

～ 

2,568,000円 

0円 

～ 

2,948,000円 

0円 

～ 

3,328,000円 

0円 

～ 

3,708,000円 

0円 

～ 

4,088,000円 

0円 

～ 

4,468,000円 

 

 

申込人及び入居しようとする親族の年間収入金額及び年間所得金額が、上記早見表の金

額以下であれば入居の申込みができます。 

なお、上記早見表は、１０ページの「控除の種類及び控除額一覧」に掲げる親族控除の

み反映されています。（その他障害者等の控除は反映されていません。） 
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裁 量 階 層 に つ い て 

 

 次のいずれかに該当する世帯は裁量階層となり、入居申込みが可能な月額所得の

範囲が214,000円以下となります。（※一般世帯は158,000円以下） 

 

世 帯 区 分 要 件 必 要 書 類 

障 害 者 

イ 申込人又は同居親族が身体障害者手帳の

交付を受けている場合（障害の程度が1級

から4級まで） 

身体障害者手帳の

写し 

ロ 申込人又は同居親族が精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けている場合（障害の程

度が1級又は2級） 

精神障害者保健福

祉手帳の写し 

ハ ロに規定する精神障害者の程度に相当す

る程度と認められる知的障害者 
療育手帳の写し 

高 齢 者 

申込人が60歳以上の方であり、かつ、同居親

族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方で

ある場合 

世帯全員の住民票 

戦 傷 病 者 

申込人又は同居親族が戦傷病者手帳の交付を

受けている場合（障害の程度が特別項症から

第6項症まで、又は第1款症であること） 

戦傷病者手帳の写

し 

原子爆弾被爆者 
申込人又は同居親族が厚生労働大臣の認定を

受けている原子爆弾被爆者である場合 

特別手当証書の写

し 

引 揚 者 

申込人又は同居親族が海外からの引揚者であ

る場合（引き揚げた日から起算して５年以内

に限る） 

厚生労働大臣の引

揚者証明書又は支

給決定通知書（自

立支度金）の写し 

ハ ン セ ン 病  

療養所入所者等 

申込人又は同居親族が平成8年3月31日までの

間に国立ハンセン病療養所その他の厚生労働

大臣が定めるハンセン病療養所に入所してい

た方 

入所していたこと

を証明する療養所

長の証明書 

中学校を卒業す

るまでの子供が

いる世帯 

同居親族に15歳に達する日以後の最初の3月

31日までの間にある方がいる世帯 
世帯全員の住民票 

新 婚 世 帯 

今回の受付期間初日において、夫婦・婚約者

とも40歳未満であり、かつ、婚姻後1年未満

の方がある場合（夫婦構成に変更がない場合

に限り、入居日から起算して10年間を裁量階

層とします。） 

婚姻届受理証明書

等 
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控 除 の 種 類 及 び 控 除 額 一 覧 

 

種 類 要 件 控除額（年額） 

親 族 控 除 
・入居しようとする親族（申込人を除く） 

・別居の扶養親族 
1人につき38万円 

老人控除対象配偶者 

老人扶養親族 
・70歳以上の方 1人につき10万円 

16歳以上23歳未満

の扶養親族 
・扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の方 1人につき25万円 

障 害 者 

・身体障害者手帳の交付を受けている方 

・戦傷病者手帳の交付を受けている方 

・精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定さ

れた方 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

1人につき27万円 

特別障害者 

・身体障害者手帳の交付を受けている方で1級又は2級

に該当する方 

・戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症から

第３項症までに該当する方 

・原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた方 

・心身喪失の状況にある方又は精神保健指定医等の判

定により重度の知的障害者と判定された方 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で１

級に該当する方 

1人につき40万円 

寡 婦 

年間総所得が５００万円以下のうち、次のいずれか

に該当する方 

・ 夫と離婚した後婚姻をしていない方のうち、扶養

親族を有する方 

・ 夫と死別した後婚姻をしていない方や夫の生死が

不明な方 

※ 事実上の婚姻関係と同様の事情があると認められ

る方がいないこと 

27万円 

ただし、所得金額

が27万円未満の場

合は、その金額 

ひ と り 親 

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にしている年

間総所得が48万円以下の子を有する単身者の方で、年

間総所得が５００万円以下の方 

※ 事実上の婚姻関係と同様の事情があると認められ

る方がいないこと 

27万円 

ただし、所得金額

が27万円未満の場

合は、その金額 

給与所得者控除 

   又は 

公的年金等所得者控除 

申込者本人又は同居予定親族のうち、給与所得又は

公的年金等に係る雑所得を有する者 

※ 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に

係る雑所得の金額がある者で、当該給与所得控除後の

給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額

の合計額が10万円未満である場合には、当該合計額 

１人につきその人

の所得から 

最高10万円 

（※所得が10万円

未満の場合は、そ

の所得金額） 
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募集団地位置図 
 

①  ＦＭ－Ⅳ（広小路二丁目） 

②  ＧＲ－Ⅵ大島町（大島町） 

③  レ・フルール（味方町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  ＦＭ−Ⅳ 
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②ＧＲ−Ⅵ⼤島町 

③レ・フルール 
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募集団地間取図  
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綾部市公告第７０号 

 

綾部市下水道排水設備指定業者規程第１３条第１項第１号に基づく指定業者を次により公表し

ます。 

 

令和４年８月１日 

 

   綾部市長 山 崎 善 也    

 

１ 新たに指定する業者 

事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所 在 地 指 定 日 

株 式 会 社 門 野 組 門 野  繁 福知山市字下天津６３３番地の１ 令和４年８月１日 

 

指定申請内容 

指定番号 事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所   在   地 
技術 

者数 

２２４ 株 式 会 社 門 野 組 門 野  繁 福知山市字下天津６３３番地の１ ２ 
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綾部市公告第７１号 

 

 綾部市功労者表彰条例（平成３０年綾部市条例第１号）に基づき、令和４年８月１日に令和４年度綾部市

功労者表彰を受けた者の氏名及び表彰事由は、次のとおりです。 

 

  令和４年８月１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也     

 

氏    名 表 彰 の 事 由 
足立雅和 平成２４年４月に綾部市教育委員会教育長に就任され、令和３年３月まで９年

の長きにわたり、本市の教育の発展に尽力されました。 

行政職員として長年培われた豊富な経験と卓越した指導力により、本市におけ

る教育行政の推進及び学力の向上、並びに地方自治の進展に寄与された功績は誠

に顕著であります。 

高野俊道 平成１４年１月、地域住民から推されて綾部市議会議員に就任以来、平成１８

年８月までの間、市議会議員を務められ、住宅・工業団地対策特別委員会委員長、

文教厚生委員会委員長を歴任し、議会の円滑な運営に尽力するとともに、住民の

代弁者として地方自治の進展に寄与されました。 

また、平成２１年７月から令和４年５月までの長きにわたり、綾部市選挙管理委

員会委員を務められるとともに、平成３０年１２月から退任されるまでの間、委員

長として委員会の円滑な運営に努め、選挙の適正な管理執行に尽力された功績は誠

に顕著であります。 
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綾部市教育委員会告示第１１号  
 

綾部市給食費高騰対策補助金交付要綱を次のように定める。  
 
  令和４年７月４日  
 

綾部市教育委員会      
教育長 村 上 元 良  

 
綾部市給食費高騰対策補助金交付要綱  

 
 （趣旨）  
第１条 この要綱は、コロナ禍における物価高騰の影響による綾部市立小・中学校及び幼

稚園（以下「学校等」という。）の給食費の増額に対する保護者負担の軽減のため、予

算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 
（補助対象者）  

第２条 補助金の交付対象者は、コロナ禍における物価高騰の影響により給食費の保護者

負担が増額となった学校等の学校給食費等会計の代表者（以下「代表者」という。）と

する。  
 （補助金の額）  
第３条 補助金の額は、学校等の給食会計において令和３年４月１日の給食費保護者負担

額を基準として、物価高騰の影響により増額となった令和４年４月１日以降の給食費保

護者負担額との差額とする。  
（補助金の交付申請）  

第４条 補助金の交付を受けようとする代表者は、綾部市給食費高騰対策補助金交付申請

書（様式第１号）に必要な書類を添えて綾部市教育委員会（以下「委員会」という。）

に提出しなければならない。  
（補助金の交付決定）  

第５条 委員会は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査

の上、綾部市給食費高騰対策補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により、

代表者に通知するものとする。  
 （変更申請等）  
第６条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた代表者は、第４条の規定による申

請の内容を変更（軽微なものを除く。）しようとするときは、速やかに綾部市給食費高

騰対策補助金変更承認申請書（様式第３号）に必要な書類を添えて委員会に提出し、そ

の承認を受けなければならない。  
 （完了報告）  
第７条 第５条の規定により補助金の交付の決定を受けた代表者は、当該年度の学校給食

の終了した日から起算して５日以内に綾部市給食費高騰対策補助金実績報告書（様式第
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４号）に必要な書類を添えて委員会に提出しなければならない。  
 （補助金の額の確定）  
第８条 委員会は、前条の規定により綾部市給食費高騰対策補助金実績報告書の提出があ

ったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。  
２ 委員会は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、綾部市給食費高騰対策補

助金確定通知書（様式第５号）により、代表者に通知するものとする。  
 （補助金の交付）  
第９条 委員会は、前条第 1 項の規定により補助金の額を確定したときは、代表者に対し

速やかに補助金を交付するものとする。  
（補助金の概算払い）  

第１０条 委員会は、特に必要と認めたときは、交付決定額の８割以内において、一括又

は分割して補助金の概算交付をすることができる。  
２ 補助金の概算交付を受けようとする代表者は、綾部市給食費高騰対策補助金概算交付

申請書（様式第６号）を委員会に提出しなければならない。  
（補助金の返還等）  

第１１条 委員会は、補助金の交付を受けた代表者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じること

ができる。  
（１）偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  
（２）この要綱の規定に違反したとき。  

（その他）  
第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  
 
   附 則  
 この告示は、令和４年７月４日から施行し、同年４月１日以降に発生した給食費に係る

申請から適用する。  
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様式第１号（第４条関係）  
年  月  日  

 
綾部市教育委員会教育長 様  

 
 

申請者（学校名及び代表者名）      
所在地               
名 称               
氏 名               

 
 

綾部市給食費高騰対策補助金交付申請書  
 
 
 綾部市給食費高騰対策補助金交付要綱第４条の規定に基づき、関係書類を添えて下記の

とおり補助金の交付を申請します。  
 
 

記  
 
 
１ 交付申請額                     円  
 
 
２ 添付書類  
（１）教育委員会が必要と認める書類  
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様式第２号（第５条関係）  
 第     号  

年  月  日  
 
             様  
 
 

綾部市教育委員会          
教育長           印  

 
 

綾部市給食費高騰対策補助金交付（不交付）決定通知書  
 
 
     年  月  日付けで申請のあった綾部市給食費高騰対策費補助金につきまし

て下記のとおり決定しましたので、綾部市給食費高騰対策補助金交付要綱第５条の規定に

基づき通知します。  
 
 

記  
 
 

交   付   交付決定額                     円  

不 交 付  
（理由）  
 
 

この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、綾部市教育委員会に対して審査請求をすることができます（なお、決

定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の

翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。  
 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は綾部市教育委員会と

なります。）、提起することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。  
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様式第３号（第６条関係）  
年  月  日  

 
綾部市教育委員会教育長 様  

 
 

申請者（学校名及び代表者名）      
所在地               
名 称               
氏 名               

 
 

綾部市給食費高騰対策補助金変更承認申請書  
 
      年  月  日付け    第   号で交付決定のあった綾部市給食費高

騰対策補助金について下記のとおり変更したいので、綾部市給食費高騰対策補助金交付

要綱第６条の規定に基づき、関係書類を添えて提出します。  
 
 

記  
 
 
１ 補助金変更交付申請額 変更前                 円  
 
             変更後                 円  
 
２ 添付書類  
（１）教育委員会が必要と認める書類  
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様式第４号（第７条関係）  
年  月  日  

 
綾部市教育委員会教育長 様  

 
 

申請者（学校名及び代表者名）      
所在地               
名 称               
氏 名               

 
 

綾部市給食費高騰対策補助金実績報告書  
 
 
     年  月  日付け    第   号で交付決定のあった綾部市給食費高騰

対策補助金     円の交付（補助金     円のうち     円概算交付済）を

受けたいので、下記のとおり綾部市給食費高騰対策補助金交付要綱第７条の規定に基づき、

関係書類を添えて実績を報告します。  
 
 

記  
 
 
１ 精算交付申請金額                  円  
 
 
２ 添付書類  
（１）教育委員会が必要と認める書類  
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様式第５号（第８条関係）  
 第     号  

年  月  日  
 
             様  
 
 

綾部市教育委員会          
教育長           印  

 
 

綾部市給食費高騰対策補助金確定通知書  
 
 
     年  月  日付けで実績報告のありました綾部市給食費高騰対策費補助金に

つきましては、次のとおり確定しましたので、綾部市給食費高騰対策補助金交付要綱第８

条の規定に基づき通知します。  
 
 

記  
 
 

補助金の額                円  
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様式第６号（第１０条関係）  
年  月  日  

 
綾部市教育委員会教育長  様  

 
 

申請者（学校名及び代表者名）      
所在地               
名 称               
氏 名               

 
 

綾部市給食費高騰対策補助金概算交付申請書  
 
 
     年  月  日付け    第   号により交付決定を受けた補助金につい

て、概算交付を受けたいので、綾部市給食費高騰対策補助金交付要綱第１０条の規定に基

づき、下記のとおり申請します。  
 
 

記  
 

 
１ 概算交付申請額                   円  

（交付決定額の８割以内）  
 
 
 概算交付を必要とする理由  
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綾部市教育委員会告示第１２号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定

により、令和４年度第４回（７月）綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

 

令和４年７月２２日 

                      綾部市教育委員会        

教育長 村 上 元 良    

 

１ 日  時   令和４年７月２５日（月）１３時３０分から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 

３ 付議事項    

・ 議第１９号 綾部市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する 

規程の改正について 
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綾部市教育委員会教育長訓令甲第３号  
 
 綾部市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程の一部を改

正する訓令を次のように定める。  
 

令和４年８月１日  
 

綾部市教育委員会      
教育長 村 上 元 良  

 
綾部市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の  
服務に関する規程の一部を改正する訓令  

 
綾部市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程（平成２年

綾部市教育委員会教育長訓令甲第１号）の一部を次のように改正する。  
 別表の６の表（１４）の項を削り、（１５）の項を（１４）の項とする。 

 

附 則  
 この訓令は、令和４年８月１日から施行する。 

教育長訓令甲
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綾部市選挙管理委員会告示第７５号 

 

 令和４年８月２８日執行予定の綾部市議会議員一般選挙に係る選挙人名簿の選挙時登録

について、被登録資格の決定の基準となる日、登録を行う日及び縦覧に供する期間を次の

ように定める。 

 

  令和４年７月１４日 

 

綾部市選挙管理委員会       

委員長 中 田 誠 治     

 

 

１ 被登録資格の決定の基準となる日 

令和４年８月２０日 

ただし、年齢については令和４年８月２８日 

 

２ 登録を行う日 

  令和４年８月２０日 

 

３ 縦覧に供する期間 

  令和４年８月２１日 
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